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第27回姶良中央地区合併協議会会議次第  

 
 

日時  平成16年６月24日（木）午後１時33分から  
場所  国分シビックセンター多目的ホール  

 
 
１．開  会  
２．会長あいさつ  
３．諸般の報告  
４．議  事  
 ⑴  住民説明会資料（素案）について  
５．その他  
 ・次回の会議日程等について  
６．閉  会  
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会 議 出 席 者  
 

有村  久行委員       脇元   敬委員  
福島  英行委員       湯前  則子委員  
前田  終止委員       新村   俊委員  
吉村  久則委員       宮田  揮彦委員  
津田和 操委員       上村  哲也委員  
小原  健彦委員       榎木  ヒサエ委員  
西村  新一郎委員       松山  典男委員  
池田   靖委員       石田  與一委員  
川畑   繁委員       永田  龍二委員  
徳田  和昭委員       徳永  麗子委員  
川東  清昭委員       砂田  光則委員  
常盤  信一委員       岩崎  薩男委員  
黒木  更生委員       松永   讓委員  
迫田  良信委員       狩集  玲子委員  
浦野  義仁委員       原田  統之介委員  
稲垣  克己委員       林  麗子委員  
川畑  征治委員       八木  幸夫委員  
西  勇一委員  
松枝  洋一郎委員  
小久保 明和委員  
諏訪  順子委員  
延時  力蔵委員  
今吉  耕夫委員  
今島   光委員  
秋峯  イクヨ委員  
道祖瀬戸  謙二委員  
森山  博文委員  
東鶴  芳一委員  
原  京子委員  
山口  茂喜委員  
大庭   勝委員  
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会 議 欠 席 者  
 

笹峯   護委員  
木場  幸一委員  
児玉  實光委員  



 - 4 - 

「開  会   午後  １時３３分」  
〇姶良中央地区合併協議会事務局参事（仙場  裕也）  
 本日は姶良中央地区合併協議会規約に定めます２分の１以上の出席という定足

数を満たしておりますので、ただいまから第 27回姶良中央地区合併協議会を開
会いたします。なお、ご都合によりまして児玉委員、笹峯委員、木場委員から本

日の会議の欠席のお届けをいただいております。まず初めに姶良中央地区合併協

議会の鶴丸会長がごあいさつを申し上げます。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 皆さんこんにちは。本日は第27回目の協議会を開催させていただきましたが、
委員の皆様方には、大変ご多忙の中、ご出席をいただきまして誠にありがとうご

ざいます。先の協議会で 51項目の協議項目につきましては、皆様方のご協力の
おかげですべて協議を終えたところでございますが、その前回の協議会以降も、

お手元のこの本日の会議資料の２ページに記載しておりますが、数多くの分科会

等を開催いたしまして、特に合併までに調整する事項等について協議、調整を進

めているところでございます。また、６月 17日には幹事会が開催されまして協
定項目のうちＢランクとされておるもの及び住民説明会資料等について協議を行

ってきているところでございます。このような中、ご案内のとおり、溝辺町議会

におきまして６月 11日開催の本会議で電算システムの統合負担金の予算を減額
修正可決されたところでございます。この負担金につきましては本庁と総合支所

をつなぐネットワークの構築や情報系システムの経費であり、１市６町にそれぞ

れお願いをいたしているところでございます。既に関係の予算の議決をいただい

ている町もございますし、これからという市、町もございます。この電算関係予

算が１市６町出揃いませんと新たな契約に支障が生じ、ひいては協議会で決定い

たしておりました合併の期日にも影響が出てくるのではないかという懸念を抱い

たところでございます。また、本日の新聞報道でご案内のとおり、昨日 23日の
溝辺町議会におきまして姶良中央地区合併協議会からの離脱に関する決議が上程

され、可決されたところでございます。後ほど有村溝辺町長の方からこの件につ

いて発言を求められておりますので、本日はこれらに関する今後の対応について

もご協議いただければというふうに考えております。なお、昨日これら報道に関

することで私、会長に対しましてもコメントを求められたところでございますが、

報道ではその一部しか触れてない部分もございますので、正確を期する意味で昨

日私の方からコメントしている内容について先に申し上げたいと思っております。

そのコメントの内容でございますが、溝辺町の議会におきまして協議会から離脱

することが決議されたということでありますが、この協議会は、昨年５月 22日
に設立総会が開催されてから今日まで 26回にも及ぶ協議会が開催され、平成16
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年３月31日には新市まちづくり計画について県知事との協議が整い、また、６
月10日に開催された合併協議会では 51の協定項目のすべての協議も終わったと
ころであります。協議会委員をはじめ、まちづくりフォーラム委員、１市６町の

住民、各議会、新市の名称に応募していただいた多くの方々などのたくさんの皆

様のご尽力・ご協力があってここまできたものと思っているところでございます。

これからは７月に住民説明会、８月に合併協定調印式、９月に各市町議会での廃

置分合の議案の提案など大きな日程が控えている中で離脱をするという決議がさ

れたことについては非常に驚いております。この姶良中央地区合併協議会はあく

まで１市６町を構成市町とする協議会であり、溝辺町議会で離脱を決議されたと

はいえ、これまでの経緯から溝辺町長がこの決議により合併協議会からの離脱の

意思決定をされるとは考えられず、また、町長からはこの１市６町の合併の実現

に向けての最大限の努力をすると伺っております。１市６町の首長が集まった中

では１市６町を枠組みとする合併の実現に向けて取り組むことの申し合わせを何

回も確認してきているところであり、その信頼は揺るがないものと考えておりま

す。溝辺町議会が離脱の決議をされたことについては１市６町を枠組みとする合

併協議会に関わることでありますので、６月 24日、本日でございますが、６月
24日に開催される第 27回協議会の中で溝辺町長から今回の件についても説明が
なされ、今後の対応などについて協議されることになるものと考えております。

協議会会長といたしましては今後とも１市６町の合併実現に向けて努力して参り

たいと考えておりますということをコメントさせていただいたところでございま

すので、ご理解をいただきたいと思います。本日は協議会での議決事項について

は特に準備をいたしておりませんが、ただいま申し上げましたもののほか、住民

説明会の資料及び７月開催予定の説明会等についてご説明を申し上げ、ご意見を

賜りたいと存じますので、委員の皆様方のご協力をお願い申し上げまして私のあ

いさつとさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局参事（仙場  裕也）  
 これからの会議の進行につきましては、姶良中央地区合併協議会規約に基づき

まして会長が議長を務めて進行いたします。よろしくお願いいたします。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 それでは、会議の議長を務めさせていただきます。協議に入ります前に、先ほ

ど私のあいさつの中で申し上げましたように、有村溝辺町長の方から発言を求め

られておりますので、よろしくお願いをいたします。はい、有村委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（有村 久行）  
 皆様こんにちは。ただいま会長さんからお許しをいただきましたので、昨日の

溝辺町におきます議会のこの１市６町からの離脱決議の関係につきまして報告を
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させていただきたいと存じます。皆様方におかれましては恐らく今朝の新聞をご

覧になりましてびっくりされた方々も多かったのではなかろうかと。隼人町の問

題が住民投票によりまして解決をいたしましたので、恐らく、紆余曲折はありま

しても、何とか１市６町がまとまって合併の運びになるのではないかという期待

が大きかっただけに、溝辺町が突然このような議決になりまして大変皆様方にご

心労を患せることになったというふうに思いまして、心から遺憾に思いまして恐

縮をいたしているところでございます。昨日の状況につきましては新聞情報等も

ご覧になりまして大方概要につきましてはご承知をいただいていることだろうと

思いますし、なお、また、今、会長さんの方からもあいさつの中でコメントの報

告もございました。大体概要はお分かりいただいたのではないかと思いますけれ

ども、昨日の離脱の決議につきましては 14対１という圧倒的な多数をもって離
脱の決議がなされたわけでございまして、本日は議会の決議を受けまして議長、

副議長であります両委員が欠席ということにいたしておりますが、出席をいたし

ました５名の皆さんにつきましては、今回の議会の離脱決議が余りにも突然でご

ざいましたし、なお、また、この住民説明会も控えておりまして、その説明会の

状況を踏まえずして、先手を打つ形でこのような離脱決議がされましたので、や

はりこれには５名とも承服をできないなという気持ちで出席をさせていただいて

おりまして、私も、新聞報道の中でもありましたけれども、有村町長は今まで、

「住民投票をすべきだ。」という発言に対しては、しないという方針できておっ

て、ここに至って住民投票の話を持ち出しておる。けしからんという話もあるよ

うでございますけれども、私は当初の段階で住民アンケートを取りまして、その

際に「１町でいくべきだ。」というアンケート結果は 10％しかないわけであり
まして、合併は避けて通れないという認識は町民もお持ちをいただいておる。そ

して枠組みにつきましては、やはり議会と執行部で慎重に検討して、資料も十分

整える。あるいは大局的な判断に立てる立場の方々にしっかりしてくれよという

感じだというふうに思いまして実は今まで住民投票はせずに、議会と執行部がし

っかりと将来も見通しながら協議を重ねる。そして、また、協議会の動きもしっ

かりととらえて、そして最終的にはこの協議会でまとめましたまちづくり計画を

住民説明会に付して、そして住民の意向も踏まえて、最終的には９月で決断をさ

れていくというのが筋だというふうに考えておったのでございますけれども、や

はり今までの考え方とは背景が違ってきたな。やはり住民の意思を十分に聞く機

会をとらえずに、このような決議がされましたので、やはりこれは住民の意思を

問うていくのが民主的社会における筋道だろうというふうに思いまして、新聞に

報道されたようなことで、私は、やはりここまで26回にわたりまして協議を積
み重ねてきた。その背景には、この協議委員の皆様方のご苦労、真剣な討議もあ



 - 7 - 

りましたけれども、その背景には、フォーラム委員の方々のまちづくりへの提言

もいただきましたし、そして事務局をはじめといたします各町の職員の方々が大

変なご苦労をいただいて今日まできておる。こういう背景を考えますと、やはり

１市６町の枠組みをしっかりと実現できないものかということで私も最善の努力

をすべきだろうというふうにお答えをしてきておるところであります。情勢は本

当に厳しいものがあると。議会が 14対１であります。隼人町よりも大変厳しい
状況にあるというふうに私も受け止めておりますけれども、やはり今までの経緯

というものもしっかりと踏まえていかなければいけないし、私はまた合併につい

ては本当に枠組みにつきましてもここに至って１市６町以外の枠組みというのは

とても考えられない。合併をすべきだという世論を踏まえまして、やはり合併す

るなら１市６町がベターだろうという信念の下に今まで進めてまいりました。そ

のことで多少やはり議会にも意思疎通を欠く面もあったというふうには反省もい

たしておるところであります。議員の皆様方の意見といたしましてはやはり協議

会に私どもの意見が十分に反映されていないというのが大きな離脱決議の根拠に

もなっておる。その中で一つにはやはり在任特例の問題にいたしましても、ある

いは、また、電算処理の問題にしましても、やはり議会の議決があってゴーサイ

ンが出てからこの電算予算も執行すべきだという注文を付けてきたけれども、無

視されておる。そして、また、役場の組織機構の問題につきましても溝辺町が一

番不利な状態ではなかろうかというふうな話も出ました、出ておるようでありま

す。私はやはり合併の背景をしっかり考えると組織機構も改革をしていかなけれ

ばいけないという形でたたき台を出しましたけれども、各町がやはりいろいろな

職員の人事関係、こういったことにも配慮をしまして組織機構も出しておる。そ

ういうことで私の町が余りにも先に走り過ぎておる嫌いも内容を見ますとあるの

かなというふうに思いますけれども、私は理想的な姿を一応追求しながら、当初

の段階では４課ぐらいにまとめて総合支所はできないのかという話もしてまいり

ました。したがいまして、多少、本当に見る人から見ますと溝辺が一番不利益な

組織機構になるのではないかという受け止め方もやむを得ない面もあるのかなと

いうふうに思いますけれども、いずれにいたしましても本当にやはり合併を２月

にこだわり過ぎて本当に議会の意見というものを十分に反映してきてないという

ご意見が背景に強くあるわけでありまして、私といたしましては議会とのコミュ

ニケーションを十分にとらなかったことは本当に反省しなければいけない点であ

ろうというふうに思っておりますが、基本的には、しかし、やはり単独ではどう

しても、やはり国策でもありますから、なかなか厳しい時代を迎えておる。もう

このことは大方理解をいただいておるというふうに思いますし、なお。また、こ

れから別の枠組みというのが考えられるのかということになりますと、もうこれ
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も非常に難しいわけでありますので、私としてはやはり何とかやはり議会にもお

願いをしまして１市６町で進めることに最善の努力をしなければいけない立場に

あるというふうに思っているところであります。足りない、説明不足の点もあろ

うかと思いますけれども、以上で報告とさせていただきます。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 ただいま有村委員の方から昨日、それから電算の減額修正等のことにつきまし

てご心情も含めてご説明をいただいたところでございますが、皆様方からこの件

について何かご意見・ご質問等ございませんでしょうか。迫田委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（迫田 良信）  
 昨日の離脱決議の提案理由ということを今、町長からもお話を受けたわけでご

ざいますが、やはり溝辺町の提案者が合併ありきの協議会ではないのかといった

ようなことがこう特に示されているわけですが、やはり私自身も先の基幹系電算

システム予算につきましてもやはり問題があるんじゃないかということを再三述

べてきたというふうに思っております。やはりそういったことがですねどうして

も合併ありきの方向に映ってしまう。やはりそういう気がしてならないわけです。

うちにつきましても今日の新聞報道の中で総務常任委員会が今回の電算システム

予算については負担金を減額修正するということで報道されているわけでござい

ます。前回の意見そのものが尊重されなかったと。やはりそこに問題があるので

はないかというふうに思っているわけです。それぞれの首長さん方、本当にその

１市６町で合併を進めていきたいというその意気込みというのは十分分かります

けれども、やはり９月の廃置分合、この議決事項というそのものがですね成立し

ない限りこの１市６町の合併というのはあり得ないというふうに思っているわけ

です。そういう部分の中で、やはりいろんな部分の中で我々この法定協議会の自

分自身たちも反省すべきところが十分あるのではないかというふうに思うわけで

す。そういう中で今後のですね実際に、例えば、町長さんは住民の意思を確認し

て１市６町に復帰したい、必ず１市６町の合併を成し遂げたいというような気持

ちであられるようですけれども、実際にですねもう３か月という状況下にあろう

かと思います。そういう部分の中で本当にそのわずか３か月間の間に実現が可能

なのかどうかですね。その辺をちょっとこう伺ってみたいというふうに思います。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（有村 久行）  
 今、牧園町の迫田委員さんから本当にこういう状態の中で限られた期間もある。

溝辺町は町長の今、新聞報道でされたような実現ができるのかという危惧のご意

見がありました。私といたしましてはやはり本当に議会の皆様方も真剣に検討さ

れてきておるというふうには思いますし、なお、また、我が町では、一部の方と

思いますけれども、「溝辺町は単独でいけるはずだと。わざわざ合併しなくても
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いいのではないか。」という意見が確かにあるわけでございます。その辺の背景

もありまして今回このような決議もされたと思うんですけれども、しかしながら、

私はこれが総論ではなかろうと。当初にも話を申し上げましたけれども、やはり

住民アンケートでは「単独でいくべきだ。」というのは１割しかなかったわけで

ございますので、やはり、しかもこの私は合併説明会をしてですね、この合併協

議会の結果に基づきます、協議書に基づきます合併説明会をして、やはり住民が

こういう計画では合併は無理だと、合併すべきでないという意見が多くて決議を

されたのであれば、確かに私も納得がいくんですけれども、今回の場合はとにか

く私との話し合いも、私に話をしてもだめだということだったのかわかりません

けれども、私にも全然話がなくて、議長、副議長とも話がない。協議会委員であ

ります議長、副議長を交えてもっとやはり話を詰めて決議をしたのであればです

ね、私もこれは本当に正当な手続きも経て議会としてもそれなりの判断をされた

というふうに受け止めなければいけませんけれども、時期が時期にこのような決

議をされたということは、やはり住民世論を反映しているのかどうか。これをや

はり問う責任がまずある。時間の問題につきましてはですねできるだけ早くでき

るように頑張っていこうというふうに今のところそれ、そういう決意しか申し上

げられません。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 ほかにございませんでしょうか。  

［「なし」と言う声あり］  
 ほかに特になければ、今、溝辺の町長さんが固い決意をお話をされたところで

ございますので、その方向を私ども協議会としては推移を見守りたいということ

でよろしゅうございますでしょうか。ご異議ございませんでしょうか。  
［「異議なし」と言う声あり］  

 異議なしということでございますので、そういう取扱いをしていきたいと思い

ます。それでは、本日の議題に入ってまいりたいと思いますが、会議次第第３の

諸般の報告に入ります。事務局の方から諸般の報告について何かございますか。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
 諸般の報告につきましては、先ほど会長があいさつの中で、本日の会議資料の

２ページに掲載してございますけれども、内容に触れてございますので、私の方

からは特段諸般の報告について申し上げる件はございません。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 特に諸般の報告についてはないようでございますので、次に、会議次第４の議

事に入ります。議事の⑴、住民説明会資料についてを議題といたします。本件に

つきましては事務局の方から説明をお願いいたします。はい、事務局。  
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〇姶良中央地区合併協議会事務局次長（間手原 修）  
 それでは、住民向けの説明資料につきまして説明をさせていただきます。資料

は先般お配りをしております 29ページの資料でございます。なお、一部差し替
え分がありますので、それにつきましては後もって一緒に説明をさせていただき

たいと思います。前回の協議会で素案として説明をさせていただいておりますの

で、主なものにつきまして説明をさせていただきたいというふうに考えます。内

容につきましては現在までに決定された事項を主に掲載いたしております。あく

までも現段階での内容でございます。なお、今回の説明会につきましては、住民

の方々への情報提供、調整が整った項目や合併協議などの状況について７市町で

それぞれ７月から８月にかけて実施をされるという予定になっております。それ

では、表紙につきましては新市の将来像を掲げております。「人と自然が輝き、

人が拓く、多機能都市」ということでございます。７市町の人を主題にした表紙

で構成をさせていただきました。開いていただきまして発行にあたってでござい

ますけれども、「平成 15年４月に当協議会が設置以来本日まで 27回の会議を重
ねてまいりました。」というふうに書いております。「合併することにより住民

生活がどのように変わるのか。また、新市は将来どのような姿になるのか。これ

らのことを知っていただくために冊子を作成しました。」ということでございま

す。開いていただきまして１ページ目と２ページ目でございますが、基本理念を

見出しにさせていただいております。新しい市の地域特性を４点整理をさせてい

ただいております。写真につきましては７市町の特徴的なものを掲載したいと思

っております。開いていただきまして３ページ、４ページにつきましては、現在

まで51項目の調整方針が終わっておりますので、短くまとめて掲載をさせてい
ただいております。５ページ、６ページ、ここから詳しくそれぞれ掲載させてい

ただいております。５ページ目が一般編ということでございます。合併の方式、

合併の期日、名称、事務所の位置、基本項目、それぞれ決まったことをここに掲

載いたしております。あと各市町の財産、議会議員の定数及び任期、決まったこ

とを掲載いたしております。６ページ目につきましては農業委員の定数と任期を

掲げ、税金につきましては、個人市民税、決まっております３千円を現行のとお

り、それから固定資産税、現行のとおり 1.4％です。それから、軽自動車等それ
ぞれ細目にわたって主なものを掲載いたしております。公共施設、これにつきま

しても現在ある物をそのまま使用する。それから、使用料等につきましても当分

は今までどおりするというような形で整理をさせていただいております。７ペー

ジからは社会基盤の部分を掲載いたしております。道路整備関係、特にここにつ

きましては「道路関係の整備は、現行の各市町の実施計画を尊重する。」という

ようなこと等を盛り込み、３か年の実施計画、財政計画を作成するというような
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ことを掲げております。あとケーブルテレビ、コミュニティバス（巡回バス）、

そういった形を掲載しております。８ページにつきましては、交通災害共済500
円に統一します。消防団につきましては、現在のままの７団体制で住民の生活、

財産を守ります。あとゴミの関係等で当分の間は現行のとおりすると。それから、

し尿浄化槽、水道、下水道関係等につきましては、新市において５年間で統一し

ます。こういったことを掲げております。９ページ目から後でございますけれど

も、９ページにつきましては教育文化編、特に学校施設整備の考え方について、

「現在の各市町の学校施設整備計画を尊重しながら、新市全域の均衡のとれた教

育環境整備を目指します。」、こういったことを掲げております。あと通学区域、

遠距離通学費、特認校、それぞれ、「遠距離通学費の補助金につきましては、公

共交通機関利用者へ全額を補助します。」、こういったことを掲げております。

それから、 10ページにつきましては、市民講座、市民運動の推進、それからス
ポーツ大会等について掲載いたしております。11ページから12ページでござい
ますけれども、保健福祉編、ここにつきましてはほぼそれぞれ引き継いで実施を

するといった項目で整理をいたしております。12ページ目も一緒でございます。
12ページ目の下から四つ目につきましては、生活保護につきましては、新市で
設置する福祉事務所においてするというふうなこと等でまとめております。 13
ページ、保健福祉編でございますが、一番上が老人給食の関係でございますけれ

ども、年中無休、昼と夜の給食サービスを行います。こういった形で整理を行っ

ております。 14ページ目につきましては障害者に関する事項、これにつきまし
てもほぼ新市でも引き続き実施をするといった項目でまとめております。 15ペ
ージからは、企業誘致をはじめ、産業経済編をそれぞれ考え方、調整内容につき

まして掲載いたしております。 17ページですが、このページにつきましてはコ
ミュニティについてのことを掲げております。自治会の呼称の在り方、それから、

地域審議会を設置する。そういった形での掲載をいたしております。 18ページ
につきましては行財政編ということで情報公開から選挙に関すること等を掲載い

たしております。それから、 19ページから後につきましてはＱ＆Ａということ
で住民票とか、運転免許証、ここら辺の取扱いについてどうすればいいのか。そ

れから下の方は住所の取扱い、 20ページにつきましては税金の納期については
どうなります。そういった形で整理をさせていただいております。 21ページと
22ページは、新しい市役所の事務組織や機構はどうなりますかということでご
ざいます。本日お手元の方に差し替えとして、前回までの分では本庁及び国分総

合支所というような形で一括されておりましたけれども、この差し替えのとおり、

本庁と国分総合支所、これを分けて掲載した方が分かりやすいんじゃないかとい

うことで、この形で整備をしたいということで、本日お配りをしている分で掲載
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をしたいというふうに考えております。あと 23ページにつきましては、自治会、
コミュニティ組織について考え方を書いておりますが、カラーの分を白黒でちょ

っと印刷をしましたので、棒線等が消えておりますけれども、差し替えの方の

23ページ、組織の方の 23ページ、自治会、コミュニティ組織でございますけれ
ども、こういったラインで整備をされているということで、これも協議会の中で

承認された分を掲載いたしております。それから、 24ページにつきましては、
これも差し替えの方で説明をさせていただきます。当初の段階ではこの 24ペー
ジ、ちょっと真ん中の所に1,487億円という四角囲みがありました。 10年間で普
通建設事業費につきましては1,487億円事業費として定めております。うち合併
特例債は400億円でございましたけれども、差し替えの方で、24ページですけれ
ども、ちょうど真ん中の所ですが、国の三位一体改革による地方交付税の大幅削

減による影響ということで昨年11月に 14年度の決算を基に算出した結果を概要
版として策定しておりました。その段階では 10年間で 1,487億円と試算しており
ましたが、「国の三位一体改革により地方交付税の大幅削減などにより普通建設

事業費や合併特例債も１割から２割程度削減しなければ健全財政運営ができなく

なる状況であります。」というふうに差し替えてまとめたいというふうに考えて

おります。25ページ、 26ページにつきましては新市まちづくり計画の施策一覧
でございます。先般説明いたしたとおりでございます。主なものにつきまして概

算事業費として参考までに掲載をいたしております。数字等につきましては掲載

をいたしました。それから、 27ページですが、まちづくり計画の実施計画の概
要として１番から実施計画の趣旨、これは太文字で書いておりますけれども、新

市まちづくり計画の対象事業について施策体系別、年度別に事業内容、事業費等

を計上するものでございます。実施計画の期間につきましては10年間のうち３
か年計画を作成するということ。それから、財政計画につきましては 10か年の
計画を作成するということで、これは９月頃までにつくりたいということでござ

います。あと策定方法、策定期間等につきましても 16年の 10月を目標に作成す
ると掲げております。28ページにつきましては実施計画の流れでございます。
既存の各市町の実施計画を十分反映させたいということと、それから、下の方に

ございますけれども、ハード事業、ソフト事業につきましても３か年について実

施計画を作成したいということでございます。一番下の方になりますけれども、

霧島市総合振興計画、これは合併後に新市で作成し、議会の議決が必要だという

形になってまいります。一番最後のページになりますけれども、これまでの経緯、

それから今後の流れ、当初の予定をこのような形で記載いたしております。７月

から８月住民説明会、これは各市町の方で行っていただきます。それから８月が

協定書に対する調印、それから９月が廃置分合の議決、それから12月が県議会
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の議決、それから総務大臣の告示、２月の14日新市誕生、その後 50日以内に市
長、市議会議員の選挙ということで現段階まで決まっておった分を掲げたいとい

うふうに考えております。なお、この素案につきましては、本日協議をしていた

だいて、承認されましたら、原案として印刷作業に入りたいというふうに考えて

おります。以上、説明を終わります。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 ただいま説明、住民説明会用の資料の内容についての説明等につきまして事務

局の方、内容につきまして事務局の方からお話がございましたが、これにつきま

して皆さんの方からご意見・ご質問ございませんでしょうか。はい、常盤委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（常盤 信一）  
 各市町の説明会の日程が明らかであれば、教えていただきたいというのが一つ

です。それから、調整項目が51の項目の中に細部まで含めると372ぐらい全部で
あるんだそうですが、その中に128が合併までに調整をするというふうになると
いうふうに聞いておりますけれども、説明会までどれぐらい調整がされるのか。

それから、もう一つは、先ほど電算関係なり、溝辺の離脱決議の関係もあります

が、２月 14日を目標にした形でですね住民説明会なり、あるいは合併協定、あ
るいは議会決議、スムーズに予定どおり進んでいくのかどうかをお尋ねいたしま

す。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局次長（間手原 修）  
 まず、説明会日程でございますけれども、当初７月の早い段階、７月の５日ぐ

らいから７月いっぱいという予定をいたしておりましたけれども、今回各議会の

方でいろんな修正とか出ておりますので、それぞれのまちで再検討をされるとい

うような状況でございまして、細かいスケジュールは現在聞いておりません。以

上でございます。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局次長（濱﨑  正治）  
 協定項目で51項目大きく分けて、そして細目で372ぐらいの調整方針を協議会
で協議していただきました。そしてその中て合併までに調整いたしますというの

が、今言われたように、128あるようでございますけれども、会長の方からもご
ざいましたけれども、諸般の報告で、今分科会、そして専門部会で調整させてい

ただいております。主にこの中には金銭的なものを伴うものが多いもんですから、

これにつきましては、今後の財政状況がどうなっていくのか。どこを基準にして

決めればいいのかということで財政分科会と協議をしながら、そして整った後に

幹事会に諮って決めるような段取りでやっております。分科会はそれぞれ開催し

ておりますけれども、金額の確定までは至っておりませんので、説明会におきま

してはその中の進捗状況を報告させていただくのが大部分じゃないかなあという
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ふうには考えております。決まった分についてはですね報告させていただくとい

うことになりますけれども、大部分が今こういう状況で協議をさせていただいて

おるというような報告になっていくんじゃないかなというふうに考えております。

以上です。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
 最後にお尋ねございました電算の予算の関係、それから溝辺町の離脱の決議の

関係等について、合併のスケジュールについてのお尋ねかと思います。現在各市

町議会ではまだ６月の定例議会も、一部終わった所、それから今まだ開会中の所

もございます。それから、溝辺町におきましては、先ほど町長さんの方から今後

の取り組みについてその決意が述べられたところでございます。私どもといたし

ましてはそれらの状況を踏まえまして、今後、この合併を今２月の 14日という
ふうに定めておるわけでございますけれども、再度これについての検討を十分加

えていかなければならない今状況だと思っております。したがいまして、まだま

だ状況は確定しているというわけではございませんので、現時点においてなかな

か大丈夫ですと、２月の 14日で大丈夫ですとか、だめですとかということは非
常に、判断が非常に難しい状況でございますけれども、そこら辺を見極めながら

今後のスケジュールの調整を進めてまいりたいというふうに思っております。い

ずれにいたしましてもこの電算の執行という関係につきましては一応もう議会の

方で議決をいただいているものもございますので、契約の方法等において影響が

出てくるという状況にはあろうかというふうに思っているところでございます。

以上です。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 はい、西委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（西  勇一）  
 問題になっていますその電算の問題ですけれども、一般の私どもで考えますと

ですね、国分市で富士通かなんかの大きい電算機をですね５、６年か、７、８年

前に購入されているわけで、それを併用して使うことができなかったのか。そし

て、また、それは結局補助金等の関係でなのか。耐久性の問題なのか。そこらあ

たりがですね明確でないわけですね。それと同時に、各市町村が負担するのにそ

のプロポーザル方式でやったと。そしてこの協議会においては諮る必要はないん

だと。１市６町の町長さんあたりを中心にしてそれを選考しているんだというふ

うなことはですね、非常に何回もその電算の問題で聞きますと、我々もそういう

疑問を持つわけですよ。そこらあたりをですね明快に分かりやすく説明をしてい

ただければですねと、いや、説明をしていただきたいと、そのように思います。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
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 電算の導入につきましては、この協議会の中でも幾つかの時にご説明申し上げ

たのではないかというふうに思っておりますし、その途中状況につきましてもお

尋ねのあったこともあったのではないかと思います。改めまして今お尋ねござい

ますので、ここに今詳細な資料を持ち合わせておりませんので、細かい所までの

ご説明はできかねる部分があろうかと思いますけれども、幾つかの点でお尋ねが

ございました。まず、国分市の状況がそういう富士通のシステムを導入して、購

入というお話でございましたですけれども、無駄ではないかと。それのいわゆる

活用はできないのかという視点からのお尋ねだったのではないかというふうに思

いますが、この電算の導入につきましては、現在の１市６町の中では、国分市が

富士通、それから隼人町がＩＢＭ、それから牧園町が沖電気、そして残りの町が

町村会との契約という形で電算の業務を行っております。したがいまして、市、

町の規模、それからその業務の種類等によって、それぞれのまた事情もありまし

て７団体がこのような形で、機種でもって電算の業務を処理をされているという

現状がございました。これを合併に向けまして、では、どのような形の電算のシ

ステムに統合、統一した形で導入するかということの検討が加えられてきとった

わけでございます。この電算の導入につきましては、それぞれ部会がこの協議会

の下部の組織に設置をしてございますけれども、電算部会が中心になりまして１

市６町の電算を担当する部会、分科会でその選考作業を進めてきとったところで

ございます。これにつきましては最終的に昨年の12月に一応の決定をみるとい
う運びでいろいろと協議しておりましたが、その決定の時期が本年明けて２月ま

でずれ込みました。結果と申しましてはいろいろな角度から検討させていただい

たわけですけれども、プロポーザルの結果をもちまして、その部会からの報告を

受けまして日立と、日立情報サービスのシステムを採用するというような決定が

なされたというところでございます。それから、一部富士通の購入という形でご

ざいますけれども、正確には富士通の言わばリースという形が正確だろうと思っ

ております、国分市の場合においてはですね。そのような経緯でもちまして電算

の新市でのシステムですねというのが決定をされたというところでございまして、

今それを受けましていわゆる新年度に掲載されておりました基幹系の電算のシス

テムについてのまず契約を日立情報さんとさせていただいたということで、これ

が４月の 28日に正式に契約をさせていただいて、今、いわゆる基幹系と申しま
すのは、ざっと申し上げましていわゆる住民の情報でありますとか、税の情報で

ありますとか、福祉の情報でありますとか、いわゆる住民の方々に直結をするそ

ういうような基本になる電算の業務でございます。三十数業務を今その業務の中

に分類いたしておりますけれども、この分野について今作業を進めているという

ところでございます。現在の電算のいわゆる作業の進めている状況はそういうと
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ころでございます。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（西  勇一）  
 そうすると、今の電算を併用して使うということは考えられなかったというこ

とですね。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
 いわゆる国分市も含めまして１市６町の電算の業務というのは、これはすべて

一つに統合して、そしてどこにも同じ情報が伝わるシステム等を採用しなきゃな

らないわけです。特に今回の場合は本庁と、それから総合支所という形で、例え

ば、どの支所においても例えば住民票が取れるとか、税の証明が取れるかという

そういうような業務になるわけですので、併用してという形よりも、統合した形

で、情報を統合した上で一つのシステムとして開発をしていくという方針でこの

ままで進められているというところでございます。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（西  勇一）  
 はい、もう１回、そういうことのですね説明を議会なり、あるいは我々にです

ね明確に、その説明といいますか、納得するようなですね配慮といいますか、そ

ういうものがなかったんじゃないかと思うんですね。各結局項目においても、こ

の審議事項においても何かそのサーッと進んでいくだけで、何かそういう肝心の

ですね説明がなかったように感じるんですよ。だから、こういう問題が起きるの

は当然じゃないかなというふうに私はですね昨夜からそう思い方でしたけれども、

そこらあたりのところをですね今からもうちょっと具体的に、それで分かりやす

く、納得いくようなですね進め方をしていただきたいなと、議長そのように思い

ます。よろしくお願いします。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
 ただいまの西委員につきましては、私も十分にまた配慮しながら作業を進めて

いきたいというふうに思っております。特に、ちょっと回数は覚えておりません

けれども、この６月の定例会の前に迫田委員の方から確か今後の、それも記憶違

いであれば大変失礼いたしますけれども、私の方からお答えを申し上げましたで

すが、ご説明申し上げましたけれども、この６月の議会に各市町で電算の関係に

関する経費についてもお願いをするということになりますと。ただその内容につ

きましては、現在、各市町で予算を計上していくことになりますので、具体的な

内容についてはこの場ではご説明申し上げかねますということでお断りをした経

緯があったと思います。したがいまして、今回の６月の補正に提案されている予

算の内容につきましては、協議会の方の予算でない関係がございましたので、そ

の時点ではそのようなご説明申し上げました。したがいまして、各市町でそれぞ

れその今回のいわゆる合併に伴う電算の経費についての内容については十分に説
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明がなされているのではないかというふうに思います。また、協議会の皆さん方

にはそれらにつきまして私ども十分また踏まえまして何らかの形でまたお伝えで

きればと思いますので、しばらくまた時間をいただきたいというふうに思います。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 よろしゅうございますでしょうか。はい、どうぞ、常盤委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（常盤 信一）  
 先ほどの説明会のことですけれども、７月中にということですが、把握をして

ないということですけれども、説明資料は完成をするわけですが、そのいつする

かわからんのに資料をつくってですね配布をすると、これは私は事務局としては

適切な施策じゃないと思いますけれども、全く把握されてないですか、いつする

かも。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 最初の段階を言って。はい、事務局。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局次長（間手原 修）  
 当初、電算の統合経費の関係が現在議会の方に提案されておりますが、各議会

の方が可決されたとして準備をしておりました。７月の５日を皮切りに７月いっ

ぱいということでございましたけれども、製本作業、それ等が若干遅れておりま

す。本日この会議終了後合併担当課長と再協議をするようにいたしておりますの

で、併せて報告をさせていただきたいと思います。本日承認をいただきますと、

製本作業に入りますけれども、資料の出来上がりが７月の上旬になります。７月

上旬に全戸配布をし、引き続いて説明会に入ってもらうということでございます。

説明会につきましては１市６町それぞれで開催していただくということで、日程

等についてはそれぞれの所で再協議をされるというふうに考えております。以上

でございます。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（常盤 信一）  
 是非つかんでいただきたいというふうに思うんですね。そうでないと、８月に

協定書の調印をするんでしょう、計画から言うと。説明もせずに、町民のある意

味じゃ合意も得ずに調印ということにはならんのでしょうから、ちょっとこうそ

こら辺が、「この２月14日の検討を加えなきゃならない。」という局長の答弁
もありましたけれども、非常にこうある意味では心配もするし、どういうふうに

進んでいくのかなという点で非常に危惧しますので、分かる範囲でですね、ある

いは今後検討し、いついつ頃まではどういうふうに一定の方向性を出したいとい

うのかですね。分かっていれば、お願いします。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
 スケジュールの打ち合わせにつきましては、今、間手原次長の方から各市町の
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窓口になります企画課長、企画課ですね、を通じていろいろと事前の協議は進め

ているところでございます。ただ、今申し上げましたのは、７月から８月にかけ

てということでそれぞれ検討願っております。そういう中でまた特定した日付で

のすべての把握ができてないといいますか、整理ができてないという状況でござ

いまして、この本日の会議をもって承認をいただきますと、先ほど言いました印

刷日程等を入れまして、そして、また、各市町におきましては説明会の日程、そ

して説明会の会場、いろいろと作業がございますので、そこら辺の調整を踏まえ

た上での決定という形になろうかと思います。いずれにいたしましてもスケジュ

ールといたしましては７月から８月にかけて行っていただくと。それから併せま

して、各市町それぞれ説明会会場の数も、それから時間帯等いろいろと違いもご

ざいますし、すべてを調整していかなきゃならないというような状況でございま

す。現段階におきましては７月から８月にかけて説明会を実施をしていただくと

いうことでの協議を進めているというところでございますので、これにつきまし

てもいずれにしましてもまた住民の方々に何らかの周知をしなきゃならないこと

でございますので、きちんとまたまとまりましたら必要な報告はさせていただき

ます。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 よろしゅうございますか。ほかにございませんでしょうか。はい、小久保委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（小久保  明和）  
 小久保です。このパンフレットですね、前回私が申し上げましてガラリとデザ

インを変えていただきまして誠にありがとうございます。やはりデザイナーが入

ると変わるもんだなというふうに感心しております。その中で私１点気になるこ

とがございまして質問させていただくんですが、やっぱり最後のページの今後の

流れというのが私も気になっております。前回までの協議会であればこの資料で

全く問題ないと思うんですけれども、今ここに至ってですね溝辺町さんの動きも

含めましてこのスケジュール、これをそのまま出してしまうことの危険性という

のは私も重々感じているわけですね。これをこのまま出しますとやっぱり合併あ

りきというふうにとられてしまうと。先ほども町長さんがおっしゃったように、

合併ありきで走ってきたんじゃないかという問題に対しては、何も答えずに、こ

れでもうスケジュール進んでいくだというふうにとられてしまうんじゃないかと。

これは考えてみますと、無事に調印が終わって、議案が可決されて、どんどん最

短スピードで進んでいって２月14日が私はあり得るというふうに思っています。
新聞報道等見ましてもこの議員の皆さんも考えてみて本当にこれでいくんだろう

かという危惧は皆さんお持ちだろうと思います。確かに２月 14日に決めたこと
は事実なんですけれども、これをこのまま印刷することによって何か変な思い違
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いをされてしまうのを私は非常に怖いわけでございまして、ただ流れのため、予

定とか、あるいは可決された場合にこういうスケジュール進みますとか、何かそ

のイックスキューズ、条件付きで入れていかないと本当の真意は伝わっていかな

いんじゃないかと。これでいくことを前提に走っているんじゃないかというふう

に言われるのが嫌なんですよね。その辺私どういう形がいいかわかりませんけれ

ども、皆さんで議論して、今この場に至ってどういうインフォメーションが一番

いいのかということを議論した方が私はいいんじゃないかというふうに思いまし

て提案させていただきます。以上です。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 ただいま小久保委員の方からこの資料の一番後ろの今後の流れのことにつきま

してご提言をいただいたところですが、事務局の方から先何かコメントする分が

ある。はい、事務局。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
 小久保委員のお尋ねについてはもっともだと思っております。私どももこの資

料を準備をするにあたりましては前回の素案を踏まえて作成を、ご提案申し上げ

ております。ただ、今、本日も昨日の状況等につきましていろいろと報告がござ

いましたし、また、今後のスケジュールについても、私も先ほど申し上げました

とおり、質問がございましたけれども、スケジュールについてもいろいろこれか

らまた協議をして、検討していかなきゃならないというふうな状況だと思ってお

るところでございますので、まだこれで確実に進むとか、そういう段階ではない

ということはもう重々承知しております。そういうことでございますので、今の

ご提言といいますか、つきましては、十分それを踏まえてまた表現は検討しなき

ゃならんのかなと思っております。少しまた会長の方からコメントがあるのでは

ないかと思いますので、後の引き取りについてはよろしくお願いしたいと思いま

す。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 今ですね大変、事務局の方少し説明の部分が舌足らずの部分があるかもしれま

せんが、今恐らく言われた部分は、今後の流れで、これをこのまま見ますと確定

したようなふうに受け止められるんで、例えば、６月の各市町村における廃置分

合の議決が予定どおり行われた場合はこうなりますよというような形のコメント

をこの中に入れた方がいいのではないかというニュアンスの意味だったのではな

いかと思います。この辺につきまして今その方法で向かって進むという議論の中

で今の段階でどういう取扱いをするかということで大変いろいろご意見もあるの

ではないと思いますが、確定ではないんだけれども、何かそういった表現を含め

て今ご提言を踏まえましてご意見がございますれば、お聞かせいただきたいと思
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いますが。はい、池田委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（池田 靖）  
 先ほど申し上げるべきだったかもしれませんが、有村委員の方から昨日の問題

についての状況のご報告がございました。笹峯さん、木場さんがおいでになりま

せんので、そういうコメントがない中でです、先ほど西委員がおっしゃいますよ

うに、合併ありきで進んだところに、新聞報道によりますと、よく分かりません

が、溝辺議会ではですねこの法定協の運営そのものに不信があってあの報道がご

ざいます。私は先ほどからお伺いをしておって、今日、今、会長がご提案があっ

たようにですね、会長ご自身のコメントもいただきたいと思いますが、学識の先

生方もたくさんいらっしゃいます。やはりこういう溝辺町の事態についてですね、

この法定協の今までの運営の仕方に対して皆様方のご見解、今後のですね進め方、

それらについてのご意見をここで是非伺っていきたいと。というのは、私ども議

会の代表としてこういう所に出ておりますと、法定協というのはそういう意味で

このような事態が起こったことに対して皆様方がどのようにお考えなのか是非と

も伺っておきたいなという気持ちがございましてご質問を申し上げます。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 先ほどの整理の部分と少し内容が違いますので、それはまたもう一つの整理の

方法で、今お話がありましたのは、説明資料につきましての関連の中でのお話で

ございますので、それから、法定協議会運営のものにつきましては、これはまた

後ほど、恐らく事務局の方でも回を重ねた説明をしていただくと思いますが、そ

っちは後でまたきちんと触れさせていただきますが、その資料そのものと説明会

の関係の部分につきまして、はい、松枝委員かな、はい。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（松枝 洋一郎）  
 今の所じゃないんですけどね、この一番最後の所でこれまでの経緯がいろいろ

と書いてございますね、「１月 15日で合併準備協議会が設立された。」とある
んですが、その前の経緯ですね、合併協議会、準備協議会を設立されるに至った

背景というのがですねもう１項あればですねまだよく理解されやすいのかなと、

私の勉強不足かもわかりませんが、ここにだれがかんでですねこの協議会が設立

されたのか。その辺がちょっともう一つほしいなあと思います。どうでしょうか。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 後ろの所がやはり議論になっておるようで、今の提言、先ほどの提言、これま

での経緯の中も長い経緯があって、この協議会がつくられたあるいは準備協議会

がつくられたその前の経過も踏まえて少しその経過を、まずこれまではどういう

形でこれが立ち上がったのかということが分かるようなものを入れた方が、軽々

にこれができたということじゃなくてということを含めてのお話だろうと思いま
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すが、それが分かるのではないかというのが１点の指摘です。それから、今後の

流れにつきましては、先ほどお話がございました。少し何か、確定するものでは

なくって、前提付きの期日というような表現を入れたらいいのではないかという

今この二つの問題でございます。これをちょっと整理をしたいと思いますが、こ

れにつきまして、これに関連しましてご意見ございませんでしょうか。はい、前

田委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（前田 終止）  
 今のご提案ですね、是非、これまでの経緯の事前のご努力、これについては是

非ですね今までの経緯を尊重する意味でも積極的に文言を整理して掲載していた

だきたいなと思います。２点目、「今後の流れ」という表現ですが、もうこれは

ズバリ優しく言うと今後の予定という程度でですねやれば、予定は予定であって、

決定じゃなく、そういう意味でねもうズバリもう今後の予定でいいんじゃないで

しょうかね。以上。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 はい、それでは、また、二つですので、ひとつ整理をしましょう。これまでの

経緯の表現につきましてはもう少し詳しく経緯を書き込んだ方がいいのではない

かという提言に対しまして、今、前田委員の方からもそのような取扱いの方がい

いのではないかというお話がございましたが、皆さんいかがでしょうか、ご意見

があれば。なければですね、そういうふうに、この経緯につきましてはまずもう

少し分かるような意味でこれまでの経緯を少し詳しく整理をするということで、

これはもう事務局の方にお任せをさせていただくということでよろしゅうござい

ますでしょうか。異議ないでしょうか。  
      ［「異議なし」と言う声あり］  
 じゃあそのように取扱い、それから、２点目、今後の流れ、流れなのか、予定

なのか、あるいは確定したというこの辺どうでしょうかね。今言われましたよう

に、若干流動的な部分が残っているんで、確定的と思われるような表現よりも、

少しそういう状況を入れとった方がいいのではないかというご発言のお二人のよ

うでございますが、いかがでしょうか。そうしますと、言わば言葉の問題、予定、

あるいはほかに適切な表現ございませんでしょうか。はい、西委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（西  勇一）  
 会長のですねコメントの中で 17年の２月の14日は延期も考えられるというよ
うなコメントがあったように考えるんですが、そこあたりのところはですね会長

の真意を確かめたいと思います。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 これはもう基本的に電算の部分が作業が少し遅れるということによって稼働が、
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例えば、時期的に９月議会までの間にですねいろいろな実施ができるような状況

になってきますと、余り基本的にはその電算の部分についても影響がないのでは

ないかと。ただ若干５月、９月議会の議決というような形になってまいりますと、

今進めている作業について若干その月がずれることが出てくるのではないか。た

だまだそういったものは詳しく、議会のこういう経過の段階ですので、詳しくそ

れぞれ検証してないんですが、そういうことも考えられるのではないかというこ

とでコメントの中でそういう触れさせ方をさせていただいているところでござい

ます。したがいまして、今、小久保委員あるいは前田委員の方からお話がござい

ましたように、今の条件でこれ確定的にとられると、これが走ってしまうと、い

ろいろとその物議を醸し出すということであれば、私自身もその予定、あるいは

そのこれがあった場合はということはですね一つの考え方として適正な処理では

ないのかなというふうに私自身は思うところでございます。はい、小久保委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（小久保  明和）  
 私の意見が大体皆さんそのように思っていただいて今日は大変光栄でございま

す。ただ「流れ」を「予定」という言葉、もうそれで軽く、確定でないというこ

とは分かるんですけれども、もう少し突っ込んでコメントしたいなというのが私

の気持ちです。流れが予定に変わっただけで、やっぱり決まっているんじゃない

かというふうに見られるのが私は嫌なんです。ですから、コメントでこれは確定

ではありませんということのコメントをもう一言小さい文字でいいから入れてい

ただきたいという私の意向でございます。あと関連しまして５ページ、５ページ

にはですね合併の期日というのがございますね。「電算システムの構築をここで

しながら 14日となります。」と、これもですねやっぱりどこかで表現を変えな
いと、その端末のページとの整合性がとれなくなってしまうんじゃないかと。こ

こにもコメントを入れて確定じゃないと、確定ではないという言葉を入れていっ

ていった方が説明の時に分かりやすいんじゃないかというふうに意見を申し上げ

ます。以上です。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 もう少し、どなたか。今基本的に、どうも表現が確定したような表現ではなく

って、少し表現を変えた形でこれを書いとった方がいいのではないかということ

に対しましては、私も触れさせていただいたんですが、その部分については皆さ

んご異議・ご意見ございませんでしょうか。ご異議ございませんでしょうか。  
      ［「異議なし」と言う声あり］  
 では、異議なしということ、ただあと表現をですねさあどういうふうにするの

かという、流れ、予定、もう少し、これ確定ではありませんと、現段階において

は確定したものではありませんというような表現なのか。ただ協議会の皆さん方



 - 23 - 

も実態を踏まえていただいて、そういう物理的に遅れてくると必然的にやっぱり

遅れるものはあるんだということをまず協議会の中でもご認識をいただいて、た

だ期日につきましてはいろんな流動的な要素がございますので、それは踏み込ん

でなかなか、そうしますと確定したものではありませんと。あくまでも予定で、

この表現をいかがでしょうか。ちょっと何か知恵がないかなあ。（「よろしいで

しょうか、議長。」と言う声あり）、はい、事務局の方で、はい。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局次長（間手原 修）  
 住民説明会につきましては協定項目が整った段階で行うということで、すべて

の協定項目が終了した段階で行うということが基本でございますけれども、先ほ

どから合併の期日、場合によっては変更する場合が発生するかもしれません。そ

れにつきましては、今後また協議会の中で変更する場合には協議をしてもらわな

ければいけませんけれども、私どもも、住民説明会は行うということでございま

すけれども、一番最初に説明しましたとおり、現段階での決まったことについて

説明をしてもらいますけれども、説明会場に全員来られたらそこら辺の趣旨は口

頭で説明ができるんですけれども、なかなか全員来られるわけじゃありませんの

で、出席されない方のために何らかの配慮をしないといけないということは考え

ておりました。場合によっては、特に影響がある合併の期日ですか、ここら辺に

つきましては変更する場合がございますとか、何かそれを括弧書きでも入れる必

要があるんじゃないかなという考え方を持っておりましたので、そこら辺を委員

の方々で協議していただければありがたいんですけれども。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 はい、どうぞ。何かありますか。はい。言葉を選ぶか、もう決めるか。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（小久保  明和）  
 言葉はそれぞれ、ここではまとまらないと思いますので、そういう方向であれ

ば私個人としては事務局に一任したいというふうに思っております。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 そいじゃあ言葉につきましてはですね、表現を少し事務局の方で整理をしてい

ただいて、表現を今申し上げたような場合があり得るということを前提にした表

現に変えていただくというようなことで整理をするということでよろしゅうござ

いますか。異議ございませんでしょうか。  
      ［「異議なし」と言う声あり］  
 それでは、そういう、この資料につきましての一番後ろの表現につきましては

そういう取扱いをするということでさせていただきます。そのほかにございませ

んでしょうか。はい、まず、はい、こっちの方が早かったかな。稲垣委員、はい。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（稲垣 克己）  
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 先ほど常盤委員の質問に答えてですね「合併までに調整するとの方針が百数十

項目ある。」という答弁でありましたけれども、その中で住民説明会でですね

「これらのことに関しては進捗状況を報告することになるのではないか。」とい

う答弁がありましたね。この合併というのは地域住民の将来をですね大きく左右

する極めて重要な案件であります。私もこの人生の中でもう再びないかもわかん

ない。そういうふうな思いでですね、極めて厳粛な思いでこの場に臨んでいるわ

けですけれども、住民の方々にとってもですね生活を大きく左右するそういうも

のであるかもわかんない。そういう重要な項目であります。そうしますと、進捗

状況を報告するというのは失礼極まりない。私そう思うんですね。私ども議会の

一般質問に答えまして担当課長は「これらの問題を整理し、十分一つの方針とし

て出すためには３か月から４か月の協議が担当者の間で必要だろう。」というふ

うにお答えになっていますけれども、例えばですね、この 13ページの食の自立
支援事業、老人給食のことについて書いてありますけれども、ここはこう書いて

ありますね。「食事づくりが困難なおおむね 65歳以上の独り暮らしの世帯及び
これに準ずる、何ですか、世帯の方に年中無休、昼と夜の配食サービスを行いま

す。」、括弧書きがあるんですけれども、これは、この事業をスタートするため

には大変な準備が必要ですよね。ですから、もう地域によっては、隼人町はそれ

を既に実施していますので、そのまま継続できますけれども、地域によっては施

設を新築したり、改善したり、いろんな予算が必要なわけですよね。そうします

とこの言葉でくくっていいのかということもあります。ですから、先ほどの進捗

状況を説明するというですね住民に対してこういった失礼な在り方はない。一つ

の方針が出されて、それを説明するんだったら分かりますけれども、進捗状況を

報告するというのはですね、これは住民説明になってない、基本的に。私そう思

います。ですから、一つの、百数十項目の合併までに調整するというですねこれ

は一つの方向をしっかり出して、その上で住民の方々には責任を持って説明をす

べきだというふうに考えるんですけれども、どのようにお考えですか。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局次長（濱﨑  正治）  
 お答えいたします。先ほど私が協議途中の金額等を主にということで言いまし

たけれども、制度等については、ここで新市に引き継ぐとか、そういうことを確

定をさせていただいておりますので、補助金額については合併までに調整すると

か、支給額については合併までに調整いたしますとか、そういうような決め方を

していただいておりますので、その額について、例えば、補助金額が１万円でい

いのか。８千円でいいのか。そういう議論を今やっておりますということで、途

中経過を報告させていただきますということで言いました、舌足らずでしたけれ

ども。制度自体は、ここで承認していただいておりますとおり、この制度等につ
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いては、新市に引き継ぎますよとか、やめますよとか決めていただいております

ので、そこははっきり言えると思います。以上です。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（稲垣 克己）  
 もう一つありましたね。その老人給食の、よろしいですか、こういった言葉で

いいのかということですね。これは即スタートできるわけじゃないわけですよね。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 はい、事務局、はい、説明して。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局次長（濱﨑  正治）  
 老人給食につきましては、ここで承認いただいた文章をそのまま書いてもです

ねちょっと分かりづらいところがあるということで、かみ砕いて書いておるとこ

ろでございます。それで説明会では、ここで協議し、承認いただいた調整方針を

説明いただいて、質問等があったら、分かりやすくまた説明していただくという

ことでこのようなかみ砕いた表現にいたしたところでございます。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 よろしゅうございますか。ほかに、はい、延時委員だったかな、さっき、ちょ

っと順番に、はい。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（延時 力蔵）  
 今日提案、差し替えをされました 21ページ、 22ページ、いわゆる新市におけ
る組織背景図のイメージ図でございますけれども、条例事項でございますので、

「条例、規則が整備されるまで修正変更される場合があります。」ということが

付け加えてありますけれども、いわゆる５ページに書いてございますとおり、住

民から見ますと、支所方式になっても今までどおり不自由をかけませんよという

ことにしてあると思います。それが望むところでございます。そういった面から

事務分掌が、こういったイメージ図が、組織図ができていると思うんですけれど

も、やはり事務事業の効率化というものは合併の大きな眼目の一つだと思います。

そういった面から見ましてやはり課の設置というものと、住民から見た場合は、

自分がご相談をする、要望する係の人がおればいいわけでございます。担当職員

がおればいいわけでございます。したがいまして、課の設置については、条例、

規則ではもちろん決めますけれども、やはりここで、先ほど有村町長の方からも

出ましたように、やはりせっかくの統合、合併の大きなメインでございますので、

これはもう少し検討された方がいいんじゃなかろうかと思います。そうしてもう

少し、住民から見た場合にですね頭デッカチな組織図をつくらないようにするの

がいいんじゃなかろうかと思っております。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 だれか言うかな。だから、事務分掌というのが難解だからほら、そこをちょっ
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ともう１回説明して、はい。  
〇国分市総務課長（山口 剛）  
 組織図についてのお尋ねですけれども、まず、この組織そのものは、新市に限

らず、常に組織化は見直していくべきものであろうかと思います。それに基づき

まして現段階で一番いい方法はどういうことかと申しますと、まず、法律段階に

どう対処できるか。それから、同じ 10万から15万程度の市と均衡を逸しないよ
うな部分というのを考えてまずつくっております。本庁につきましては大体 13
万程度の市を参考にしながらつくったところでございます。細かな話になります

と事務分掌というのがここに付いてまいります。どの課のどの係でどういった事

務をやると、そういったところを今つくる段階でございますので、その中で常に、

方針の中にもございましたとおり、住民の方々に一番分かりやすい、そして機能

的な組織につくっていこうということで今途中の段階でございますので、ご理解

いただきたいと思います。以上です。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 ただ、今の言われたようなそういったことも踏まえて効率的でありながら、ま

た、その組織を柔軟な形で、しかもその新たな合併という大きな視点を踏まえた

ということもということでこれまでは若干修正される場合がありますという表現

をうたっているということなんですかね。今、そういうふうにまだ確定じゃない

んだけれども、もうちょっと事務分掌とか詰めなければならない部分があります。

そういうことで一応修正される場合がありますが、大まかなイメージとしてはこ

ういうものですよという形を今の段階ではお示しをしているというそういう事務

局のそういうことですね、今の説明。よろしゅうございますか。はい、どうぞ、

はい、延時委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（延時 力蔵）  
 住民説明会をした場合にですね溝辺町ではすぐ問題になる課題だと思います。

そういった面を踏まえて、後日後から出てきた場合に、いわゆる13万人の人口
規模を対象にしてつくっているということですけれども、合併後の 13万人の人
口じゃないと思いますよね。合併をする場合に事務事業量というものをば圧縮し

ていかなけりゃならないということでございますので、私が申し上げましたよう

に、課の設置を少なくして、係は当然必要ですから、そういったように調整すべ

きじゃなかろうかと思っております。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 これまでの考え方をちょっと説明して、はい。  
〇国分市総務課長（山口 剛）  
 まず、この新市の組織図ですけれども、 13万程度の市を参考にと申しました
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けれども、今ある13万の市とか、それから今合併しようとしている 13万程度の
市とか、それからここ数年の間に合併した 13万程度の市、そのあたりをいろん
な面から多角的に検討しながらやってきております。基本的には、今、委員のお

っしゃられますとおり、できるだけ課を頭デッカチにならないようなという基本

形でしております。それと総合支所につきましてもそれぞれ課がございますけれ

ども、この課もできるだけ住民サービスを、住民サービスがちゃんとできる中で

一番基本形に、一番基本的な課というのをまず決めまして、その上に、どうして

も地域特性というのがございますので、それを乗せ込んだ形での総合支所という

ことで、住民の方々のサービスが落ちないようにというのを基本に行っていると

ころでございます。さらに、まだ今後ここ、まだこれは協議の段階でございまし

て、まだその事務分掌そのものをまだ精査している段階でございますので、事務

分掌を精査する中でさらにまた組織が少しこう、もうちょっとこの部分は多くし

た方がいいとか、この部分は圧縮して二つの課を、二つの係をこう一つにできる

とか、そういったところもまだ検討していける段階でございますので、ここの上

の方に「修正変更される場合がある。」というような表現で書いておりますけれ

ども、そういったことで新市になるまでずうっと検討し続けなければならない。

しかも、何ですか、法律なんかもどんどん変わってまいりますし、例えば、この

前、６月の国会でも新たに市町村の事務となった事務なんかもございますので、

それをどんどん受けながら組織の方に反映させていきたいと。そして、また、新

市になりましても少しこの、行政改革推進室というのがございますけど、この中

で新市になってからも新しい組織はより効率的になるようにずうっと継続的に考

えていきたいというふうに考えております。以上です。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 委員よろしゅうございますか。ほかに、はい、迫田委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（迫田 良信）  
 ５ページの事務所の位置という部分でございますが、これまで51協定項目終
わって、そして総合支所方式ということで、その後においてはサービスの低下を

招かないよう、将来的には本庁方式に移行するというふうに決まったかというふ

うに思っておりますが、地方の住民の方々にとってですね非常にこの将来的に早

い時期に総合支所方式というものが撤廃されると、非常にこうそこらあたりを心

配されている部分があるわけでございます。スタートの時点では総合支所方式で

スタートする。だけども、それが何年後なのか非常にこう不透明だというような

ことでですね不安がられているわけですね。そういった部分でですねやはりここ

らの表現の仕方というのがですね若干こうもう少し手を加えられないのかなとい

うふうに考えますけれども、いかがでしょうか。  
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〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 提案で、今こういう形で、例えば、手を加えられないかというのはどう言いま

すか。向こう何年間はこのまま置きますよということなんでしょうか、その手を

加え方を。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（迫田 良信）  
 いわゆるですね、例えば、農協さんが合併されてですね 10年も経たないうち
にこうどんどんどんどん縮小して非常にこのみんな不安がられているわけですね。

これはこん合併もひとっこっじゃせんどかいというようなことで心配されている

わけですね。だから、この資料の部分ではやはり総合支所として残りますよと、

そういうふうになっているわけですね。ただそれが見る側からとれば永久的に残

るんじゃないかというようなとらえ方もなりかねないという部分があるわけです

ね。やはりそういった部分が非常にその地方の住民の方々にとっては不安がられ

ている部分、そういった部分を、既に協定、協議は終わっておりますけれども、

この資料の中で何らかのその不安を取り除くようなですね表現というのはないの

かということです。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 事務局で言えば、この部分についてはむしろ後ろが切ってないわけですね。た

だ、今おっしゃるように、未来永劫残るのかと言われると、それは新市において

新たな部分については検討するということが表現だったのかな。ですから、そこ

を付け加えて行う。ただそれであってもいつの時点かどうかというのは、これは

なかなかその織り込めない議論ではないのかなと思うんですが、正式な、これを

少しかみ砕いてきてあるんだけれども、そういう趣旨じゃなかったのかな、この

事務局の表現。等が入りましたでしょう。はい、事務局。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
 ただいまのお尋ねにつきましては、この原点にといいますか、根っこにいわゆ

る調整方針が決められているわけでございまして、その全文を掲載しているわけ

ではございません。そういう意味でいきますと将来的な部分につきましてはこの

ような表現になっております。「将来的には住民サービスが低下しない行政コス

ト削減の実現を図る必要があり、方式については新市において検討する。」とい

うような表現でこの項目についての協議は整っております。ですから、ここら辺

を踏まえて今後やっていくことになりますので、現時点においてこれ以上踏み込

んだ表現をすることについては、これはまた皆さんのあれでもあれば別ですけれ

ども、私どもの事務局といたしましてはこれを基にしてこの住民説明会の資料を

作成しているという状況だと思っております。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
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 どうですか、迫田委員。非常に難しいところで、これは「当面は」という表現

がしてありますし、あとまた新市においてその部分については協議すべきではな

いかということでこれまで協議されてきた経緯があるわけですよね。そういうイ

メージでいきますと、これは何年ということがなかなかこの協議会の中で確定で

きる話でないんで、結果的にそういう表現とこれまでの経緯があったと思うんで

すけれども、かなり柔らかい形で書いて、はい、松枝委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（松枝 洋一郎）  
 住民へのですねサービス低下が一番問題なんですよね。ですから、さっき事務

局長の方から読み上げられましたが、将来とも住民へのこのサービス低下がない

ようにいたしますという形でですねやはりサービス低下がないようにきちんとす

るんですよということを言わないと、ここでは今のこの表現でもサービス低下が

あるんじゃないかと思われても仕方がないような感じがいたします。以上です。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
 調整方針につきましては先ほど申し上げましたので、この欄につきましては多

少まだ書き込み可能な欄もございますので、この調整方針の中にも住民サービス

の低下をしないというような方針もこの、特に庁舎位置を検討するにあたりまし

てはこの部分については再度検討を加えられた部分でございますので、この部分

を付け加えることを含めまして修正してまいりたいと、説明資料の中ではですね

付け加えてまいりたいと思います。それでひとつご検討を願いたいと思います。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 今、松枝委員がお話があったように、もう少しその、サービスが低下しないと

いうのが基本なんだ。そういったことを書き加えた上でこれは修正をするという

ようなことでございますが、皆さんいかがでしょうか。そのような取扱いをさせ

ていただきたいと思います。ほかにございませんか。はい、今度は西委員かな。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（西  勇一）  
 先ほどの稲垣さんの質問の中で給食サービスの中で設備が間に合うのか、合わ

ないのかという問いかけだったと思うんだけども、合うんですか。私はもう 65
歳になるからちょっと確認しとかんといかん。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局第２調整班長（原田  修）  
 ただいまのご質問でございますけれども、福祉の専門部会の方で協議済みでご

ざいます。幹事会の方にまだ上げておりませんので、正式決定ではないんでござ

いますけれども、今の考え方ではですね国分、隼人町の部分でまだ余裕があると。

それから牧園町の部分で若干余裕があるということで、現在霧島町とですね溝辺

町がそういう製造、配食の、給食を作る場所がないということで、そこいらの連

携した中でカバーをしようということで話し合いが進められております。以上で
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す。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（西  勇一）  
 それでは、できるということですね。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局第２調整班長（原田  修）  
 はい、そのとおりでございます。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（西  勇一）  
 そして、また、 65歳というのは、年の設定というのは、これは何を基本にし
ていらっしゃるんですか。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局第２調整班長（原田  修）  
 65歳、すなわち世間では「高齢者」というふうに表現してございますので、
非常に 65歳でもそういうものを必要とされない方もたくさんいらっしゃいます。
おおむねということでございますので、ご理解いただきたいと思います。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 よろしゅうございますでしょうか。そいじゃああと、はい、西村委員、はい。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（西村 新一郎）  
 24ページから 26ページにかけてです。平成14年度決算を基に算出したいわゆ
る額が1,487億円、これは25ページから26ページにそれぞれの費目に括弧書きで
こう書いてあります。「いわゆる合併特例債 400億円を含んだ額だ。」というふ
うに説明してございますけれども、この合併した時のいわゆる予算額、 10年間
の事業費の額を示してあると思うんですね。もし合併しないと想定したら果たし

てこの 1,487億円はどういう試算をなさったのか。ここらあたりが住民に対して
比較を示すことによって私は理解を深めていただけるんじゃないかというふうに

思いますが、いかがでしょうか。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 表現の仕方として合併した場合のこれで書いてありますから、比較されない場

合ももし分かるんであれば、そういうこともした方がイメージとしては分かるん

じゃないかということの趣旨だと思いますので。はい、どうぞ、事務局、はい。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局計画班長（木野田 隆）  
 すいません。今おっしゃったことですが、ここにありますように、 10年間の、
昨年度のシミュレーションをしまして、その中の財政計画としましては1,487億
円の建設事業費ができると。そしてそのうちの400億円は特例債ですよというこ
とで、合併がなかった場合、単純にこの特例債分はもらえないわけですから、こ

れを引いていただければ 1,180億ぐらいでございますよね。合併しない場合のそ
れぞれの足し算となります。そのような形の中でこの特例債が、これはいろんな

地域によりましてその限度額そのものがあるんですが、今回このうちのケースで
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いきますと各市町のそれぞれの建設事業費を足し算をしまして１千約、これはあ

くまでも今概算の数字でございますが、 1,250ぐらいになっておりました。それ
を100％はちょっとできないということで、85％ぐらいを前提として合併してや
りましょうということにしまして、残りのその落とした分を逆に特例債で振り替

えましょうというような形でこの400億を足し込んでおります。ですから、単純
にただ合併をしなかった場合の足し算をそこに記載する分は、それはもう今の

14年度決算額で出すだけでございますので、先ほど言いましたように、1,100か
ら1,200億ぐらいになると思います。その数字を掲載するだけでよければ、ここ
に載せられないことはないんですが、ただ今後の建設事業費も、ここで言いたか

ったのはですね、その時にはこういう1,487億円の特例債を、 400億含んでです
ね今後合併後は 1,500億の事業ができますよということで前回お示ししたんです
が、今回、ここに書いておりますように、国の三位一体の改革によって交付税等

が大幅に削減をされまして、合併しても非常に厳しい状況ではあるというところ

をお伝えする意味でここに、こういう表現に書き直しました。そしてそういう中

で普通建設事業費や特例債も１、２割程度削減をしなければならないと。ですか

ら、この時点では、それぞれのまだまちの基金も14年度末では154億というよう
な形でまちづくり計画ではお示しをしたわけですが、現時点になりますと基金の

取り崩し等でかなりまた減っております。ですから、そういう中で建設事業費自

体がこのように１、２割、合併しても一千二、三百億に減らなきゃならない。ま

しては各市町はまたそれぞれの予算をつくられるのに、今後合併しなければ、基

金が非常に減少する中での予算の策定になるという、またさらにしなければ厳し

い状況になるというようなところがですねあるということで、ここにはその交付

税の大幅影響によってこういうのがまだ厳しくなったんですよという意図のもの

で書いたもんですから、単純にその比較を書く表現としてどうだろうということ

でこのような表現にさせていただきましたが、どうしてもそういった必要があれ

ば、ちょっと検討はしたいと思います。以上です。ちょっと長くなりました。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（西村 新一郎）  
 あくまでもですね合併した時にはこういうことが想定されると。この金額では

ですね比較ができないんですね。住民説明会なさる時に比較ができる数字をここ

へ掲載できるとしましたら、皆さんより理解していただけるんではないかなとい

うふうに思いますので、それはあくまでも参考数字で結構でございますので、よ

り理解度を深めるために検討を加えていただく必要があるんではないかというこ

とをご提案を申し上げときます。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 関連でしょうか。はい、有村委員、はい。  
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〇姶良中央地区合併協議会委員（有村 久行）  
 今、西村委員がおっしゃった問題ですけれども、とにかく 10年間で 1,487億円
の普通建設事業をやりたいということで１市６町からも上がってきておるわけ、

この中で400億は合併特例債を使えますよということで、その合併特例債を使わ
ない場合と、この合併特例債に代わる、事業をやりたいわけですから、地総債と

か、一般単独債を使った場合との比較は出せるんじゃないでしょうか。そんなこ

とを私は西村委員は求めておられるのではないかと、こんなふうに思うんですけ

れどもねえ。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 趣旨はお分かりだと思います。本来ならばもう一つ合併しなかった場合の事業

費を比べればですね一番分かりいいんだと思うんですよね。合併しなかった場合

にどういう建設事業費になりそうなんだと。合併した場合にはこれだけで、これ

を特例債と地総債も含めてこういうふうに使えるんだと。ここを少し分かるよう

な表現の方が、しなかった場合をということが今議論になっているようですので、

そこを少し加えてもらった方がいいんじゃないかというような趣旨のご提言のよ

うでございます。この辺につきましては、今お話があったようなことを少し事務

局の方でも付け加えてもらうというような取扱いをしてもらいたいと思いますが、

よろしゅうございますか、もう少し分かりいい視点で。よろしゅうございますか、

事務局。はい。ただ厳しい状況はちゃんと言わんないかんです。はい。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局次長（間手原 修）  
 １市６町の単純合計と言うんでしょうか、普通建設事業費、これ等につきまし

ても当然１市６町がどういうことをするかということを再度聞き取りをしたりと

か、財政、それと企画と打ち合わせをしなければいけないということで簡単には

いかないんじゃないかなと思います。当然説明会の中では各市町が単独でのシミ

ュレーションとか、そこら辺をつくられるケースもあると思いますので、十分そ

こを協議をしてみたいというふうに考えます。ちょっと時間を要するんじゃない

かなと思っております。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 はい、いずれにしても少し分かりいい方がいいんじゃないかという視点ですの

で、それを踏まえて整理をするという、それは対応できるでしょう。説明会をす

る時やっぱり議論になるだろうということを今それぞれ質問の立場で言っておら

れるんじゃないかと思いますので。事務局、はい。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
 ちょっとご質問の趣旨の再度の確認なんですが、今その合併特例債を活用しな

い場合の単純な積み上げというそういう意味ではないんですね。ちょっとそこら
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辺をもう１回再度ちょっと趣旨をご確認したいんですけれども。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（西村 新一郎）  
 ちょっと理解されていないようですが、これは１市６町合併した時の 10年後
の建設予算を計上されていると。これが合併ならない場合は特例債ももちろん活

用できない。そして諸必要事業費もこれは減額ならんわけですよ。そういう意味

でもですね 1,487億円がこの予定として書かれておりますが、合併ならない場合
は単純計算で400億引いた額が建設事業費じゃないと思うんです。まだそれ以上
私はそういう意味ではなると思うんですね。１千億を切る事業計画になると思う

んです。そこらあたりはやはり十分ですね住民に説明できる数字を掲載できませ

んかと。その数字を掲載することによってこれだけの新しいまちをつくるんです

よと理解度を深めることができるんではないですかということを話をしているわ

けでございます。ご提言申し上げているところです。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 意味は分かりましたでしょう。はい、事務局。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
 趣旨はよく分かりました。はい。ただ、今そういたしますと、それぞれの各市

町が改めてまたそのシミュレーションといいますか、単独で結局そういうシミュ

レーションをし直さなきゃいけない部分が出てくるかと思います。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（西村 新一郎）  
 私はですねそれぞれの１市６町ごとにそれをシミュレーションを出しなさいと

は言ってません。１市６町の合併を前提として協議を、前提としてといいますか、

１市６町の新しいまちをつくろうと協議会が立ち上がってやっているわけですよ。

壊れた時には、壊れた時にはこうなるわけでしょう。それでこの 1,487億は合併
なった時はこうですよと。合併しない時はこうですよと比較対照があった方が理

解しやすいんじゃないですかと。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 だから、合併しない場合の前提として今の普通建設事業、交付税の伸びとか、

ずっとあると思うんですよ。だから、それを全体で推計すれば、多分 1,487億と
いうのは合併特例債まで含んでの話だけれども、これを単純にその特例債を引い

た額よりも下回ってくるのではないかと。そういったことをよく説明した方が皆

さん方分かるんじゃないかという趣旨ですので、それを踏まえたその数値を、推

計をしていただいたものをここん所に参考でも書いていただいたらということで

ございますので。はい、どうぞ。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局計画班長（木野田 隆）  
 当然１市６町のその財政的なシミュレーションと言うんでしょうか、その中で
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普通建設事業費が出ていると、普通建設事業費が出ているとしたら、その数字を

単純に合算すればいいのかどうか。それも含めて各市町と打ち合わせをしてみた

いと。それでできるとしたら、載すことで構わないんじゃないかなと思います。

あくまでも１市６町がその数字を把握してなかったらできないということになる

んじゃないでしょうか。以上です。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 今、委員の方からご提言がございました趣旨を踏まえてそこを整理ができない

の。できないならできないと言ってもらわんと。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
 質問のご趣旨はよく分かります。ただこれをどういうふうに各市町整理をする

かとなると非常に大きな作業をしなきゃならないのかなという気がいたします。

と申しますのは、昨年作成いたしましたこの新市のまちづくりの概要版がござい

ます。この中で各市町単独のシミュレーションをしてございます。これはいわゆ

るこの時点の決算を基に、そして今後の推移を推計をしているわけでございます。

これにつきましては、ご承知のとおり、ある年数を経ますと各市町赤字になると

いうこの推計でございます。ですから、この推計の見直しをしなければならない

と。赤字になる決算、財政のシミュレーションをするということには今のご質問

でいけばならないのかなという気がいたしますですね。そういうことになると思

うんですが、赤字になるシミュレーションを示した。それでは、その市は、町は

成り立っていかないわけですので、これをまた再度シミュレーションをし直すと

いう形につながるのかなという気がいたします。そうであるとすれば、少しこの

住民説明会の中までに大きな作業になってくるのではないかと思いますけれども、

少し具体的に検討を要する、各市町の状況をまだ把握をしなきゃなりませんけれ

ども、現時点において今、事務局の方でそこまで各市町からの分が届いていると

いうものはないと思っておりますので、検討はさせていただきますけれども、こ

の場でそういう意味での部分ができるというのはちょっと即答ができかねる分だ

というふうに思っております。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 今言われた趣旨はですね、合併した場合で想定しての積み上げをやっているん

ですが、その合併しない場合でやる場合についてはかなり割り込まないと町が赤

字になっているんじゃないかと。それをその再シミュレーションをして向こうと

いうのは少し作業が時間が必要だということを付け加えられたわけです。であれ

ば、できる範囲内のものを少し考えたらどうなんですか、できるものを。比較考

慮するやつがやっぱり欲しいんじゃないかということなんで、その辺はどうです

か。はい。  
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〇姶良中央地区合併協議会事務局計画班長（木野田 隆）  
 今ちょっと局長がおっしゃったやつの意味でちょっと分かりやすく言いますと、

あのシミュレーションを去年概要版で示したとおり、例えば、国分市の場合は下

の方に普通建設事業費を 50億した場合には25年にはマイナスになりますと。ち
ょっと霧島を例で、自分の所で説明いたしますと、うちの霧島町におきましては

８億ぐらいの普通建設事業費をしますともう平成21年には赤字になりますとい
うふうに示しをしました。ですから、例えば、霧島でいきますと８億の 10年間
を足しますと80億でございますよね。国分市の50億を10年足しますと500億です。
それを全部それぞれのまちを足していくのは簡単にできるんですけど、先ほど局

長がおっしゃったように、その例えば霧島の８億というのを 10年間は続けられ
ません、２年、３年したらもう赤字になりますから。ですから、その時点では７

億に落とすとか、次の年は５億に落とす。ずうっとそういうふうにして基金がゼ

ロにならないようなシミュレーションをどっちにしないとですね、これ出ません。

ですから、先ほど局長がおっしゃったように、簡単にその割合だけで出すという

のであればですねあれなんですが、やはり26年の、これ10か年後にこの1,487億
は、まだ 100億ぐらい、合併した場合には、 120億だったと思いますが、基金が
残った状態で、 20年後の平成 37年でもまだ 74億ぐらい、13万都市の持っている
基金ぐらいまでは残した試算としてこの 1,487億というのは出しております。で
すから、今、西村委員がおっしゃるそこは、すぐには、ちょっと今ですねお聞き

した中では、簡単にその先ほど示したそのシミュレーションの中の単純の８×

10でしたらすぐできるんですけど、その８億をどこまでじゃあ落としていった
場合に10年後はそのまちが合併しなかった場合にできるかというのは少しシミ
ュレーションをさせていただかなけりゃできませんので、ちょっとこの短時間の

中でその簡単な分を出せというのは、ここに掲載するにはちょっと無理かなと今

感じましたので、ちょっとそこだけご理解いただけないかなということで説明し

ました。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（西村 新一郎）  
 非常に難しく考えていらっしゃるようですがね、間違いなくこの概要版から試

算した時にはそれぞれの単独の市、町において今の行政サービス水準を維持する

ことは困難なんですよ。そしてこの合併特例債やらいろんな無駄をなくしていっ

て、この行政水準サービスを落とさないためのまちづくりをしているわけでしょ

う。ここをご理解いただくためにはやはり数字を、比較対照数字というのは理解

していただくための一番私は近道じゃないのかなと。少々困難を伴っても、少々

やはり時間がかかっても、ここを何とかお示しできませんかと。この文章で説明

をし、理解を求めようということは大変なことだと思います。そういう意味でご
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提言を申し上げたところでございます。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 ただいまお話があった趣旨を踏まえてできるだけ分かりやすい視点で、あなた

たちの段階で今できる可能な整理をしていただくということでよろしゅうござい

ますでしょうかね。そこはそのような取扱いをさせていただきたいと思います。

ほかにございませんでしょうか。はい、どうぞ。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（八木 幸夫）  
 25ページですけど、ちょっと僕は途中で会議欠席したりして飛んでいるかも
しれませんけど、例えば、医療体制の充実で 48億円とか予算の概要が書いてあ
りますけど、この詳細については、もしお聞きできれば聞けるもんなんでしょう

か。もし医師会の関係の先生なんかから質問を受けた場合にちょっと答えなきゃ

いけない面もあったりするんですけども、「まだ実施計画で策定中」とは断って

あるんですけど、中身についてお聞きできるような資料なんでしょうか。お願い

いたします。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局計画班長（木野田 隆）  
 はい、すいません。中身のですね詳細といいますか、今のこの医師会の所の部

分だけでなくて、すべての事業での金額をそれぞれ、河川及び周辺が132億とか、
道路整備が489億ということでここに掲載をしておりますが、ここの考え方は、
ここに、前段の上の方に書いてありますように、今各まちのですね、右の方です

が、「掲載事業については、各市町の10か年計画や新規事業の中から主な事業
だけを掲載してその具体的な事業を示しております。」ということで、各まちか

ら 10か年計画を吸い上げをいたしました。そこの分を先ほどの質問と似たよう
な形の中で何か数字が示せないかなということで、各まちの 10か年で上がって
いる計画、ハード、ソフトですが、足し算をしました。そしてそこに足し算をし

まして、各ジャンル別にそれを振り分けをしたわけですが、その時点でも既に要

望も含まれておりましたので、このすべての事業を足しますと約 2,900億が上が
ってきておりました。しかし、現時点の財政計画上は 2,500億を切るぐらいです
ね、この普通建設事業費、補助費、扶助費を足しますとその程度しかできません。

ですから、そのオーバーした分の 15％ぐらいを一応削除、数字上、全体の数字
上で削除したというか、 85％を掛けまして、これをまた按分した数字で書いて
います。ですから、ここにはそのようなちょっと誤解を生じるということで、

「事業費については概算事業費（参考です。）」というふうに書いたんですが、

今回は、この各事業ごとの事業費をこのように具体的に書きますと、今おっしゃ

るようなまた誤解も生じるということで、全体のですね、例えば、この活力ある

都市づくり、社会基盤の整備としまして約 310億とか総括したような表現に修正
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をしようということで、先ほどちょっと説明があった中でそこが説明がなかった

と思いますが、現時点ではもう、この細かい部分についてはそのような誤解をま

た住民の方々がされるといけないということでですね、全体をひっくるめた各七

つの分野のとこだけに大きくその金額だけをお示ししようというふうに考えてい

ます。中身につきましては、今、委員のおっしゃった事業については各市町から

上がってきている事業の足し算でございますから、分からないことはないんです

が、それがすべて現時点でされているサービスでございまして、それを分科会で

拡大したり、縮小したりという今協議をしていますので、それがそのまま当ては

まるとはちょっと限らないもんですから、そういったことも含めてもう少し大ま

かに概要事業費、やはり数字はお示しした方がいいということでございますので、

示すためにはこれをひっくるめた七つの分野だけで一応お示しをしようというふ

うに考えております。よろしいでしょうか。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 それでいいですか。どうぞ、はい。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（八木 幸夫）  
 特に医師会医療センターの整備事業関係に関しては交付金の問題が非常に大き

い要素があったりして、もしお分かりになればですね、早い段階でまた教えてい

ただけたらと思うんですけど、よろしくお願いいたします。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 ほかにございませんでしょうか。それではですね、特にほかにないようでござ

いますればですね、ただいまのこの住民説明会資料につきましては、この案を基

に、ただいま出されました意見等を踏まえまして事務局の方で修正をして作成の

上、それぞれの市町村が計画される７月からの住民説明会でこれを活用して進め

ていくということでよろしゅうございますでしょうか。よろしゅうございますで

しょうか。  
［「異議なし」と言う声あり］  

 じゃあそのような取扱いをさせていただきたいと思います。なお、常盤委員の

方からございましたように、説明会の日程等につきましてはそれぞれの市町村の

方で今段取りをしていると思いますので、速やかに把握をされましたら、またお

伝えいただきたいというふうに思います。それでは、そのほか、次は会議次第第

６でございます。その他でございますが、（「会長」と言う声あり）、委員の皆

さんから何かございませんでしょうか。大変失礼いたしました。先ほどですね運

営協の在り方につきましてのご意見をいただきたいということでございますが、

まず、運営協というか、この進め方について事務局が進めてきた考え方を少し整

理をして説明していただきたいと思います。専門部会とずっとこう詰めながらや
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ってきておりますでしょう。（「会長」と言う声あり）、はい、（「よろしいで

すか。」と言う声あり）、はい、どうぞ、はい。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（池田 靖）  
 先ほど私が申し上げたことはですね、その新聞報道と先ほどの有村委員のお話

だけでございますので、まず、その中でこの合併協の運営の仕方を批判されてい

る議会のご意見があったやに表現がされておりますので、その辺をですねまず溝

辺の学識の方たちのご意見等伺っておきたいと。そして、また、そのほかにです

ね本日ご出席の学識の方たちのご意見もあれば、伺いたいということを申し上げ

ているわけです。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 分かりました。そいじゃあですね、運営、この協議会の、委員会の運営につい

てという形で溝辺の方ではそういう提案が出された。議員の中でこの運営委員会

のまず運営についてですねこういうことがかねてから問題になっているんだと思

っておられる方がおられましたら、そのことも、どなたからでも結構でございま

すが、ご発言いただく。まず、溝辺の方で何かその委員、議会はそうですが、委

員の方々で何かそういうふうに思っておられるのかどうか、それも含めて。特に

なければいいんですよ。どういうふうに思っておられるのか。はい。（「一応休

憩しましょうか。」と言う声あり）、（「議長」と言う声あり）、はい、（「休

憩を」と言う声あり）、今ですね、もう時間が大分過ぎて  
りもう30分ぐらい延びた状況になっておりますので、しばらく休憩をというこ
とでございますので、その後ご議論をいただくということで、10分間休憩とい
うことで、すいません、37分、よろしくお願いします。47分ですね。  

「休憩  午後 ３時３９分」  
「再開  午後 ３時５３分」  

〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 再開をいたしたいと思います。先ほど池田委員の方から運営の在り方に対して

協議会委員の意見を賜りたいということでございました。その協議会委員の前に、

事務局の方が、先ほど私が申し上げておりましたように、ちょっと事務局の方か

ら運営をどういうふうにしてきたのかということについてまずお願いいたしたい

と思います。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
 それでは、まず、事務局の方からこの協議会の運営についてどのような形でや

ってきたかということでまずお答えをいたしたいというふうに思います。まず、

一つには、この協議会の運営につきましては協議会規約に基づきましていろいろ
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とその方法等が定められているわけでございます。具体的にこの協議でいろいろ

と 51の協定の項目を中心に協議を進めてまいってきたわけでございますけれど
も、この内容を見てみますと、まず、協議の状況を見てみますと、まず、早い段

階でこの協議を進めていくにあたって調整の方針を固めさせていただきました。

それから、組織についてでございますけれども、この協議会の組織につきまして

は、皆さんご承知のとおり、各市町それぞれから公平に委員を出していただくと

いうことで、議会の代表の方々、そして学識の経験の方々、そして広域的な枠の

中から選ばれた委員の方々合計 53名をもってこの協議会が構成されているわけ
でございます。それから、これらの協議会で協議をしていくためには、それぞれ

１市６町で構成しております幹事会、それからその下にあります部会、分科会で

協議を整えてきているわけですが、この協議会に上げるためには、各市町それぞ

れの各分野における職員の方々の協議を踏まえまして、そして調整の上、この協

議会に上げさせていただいているというところでございます。それから、また、

併せまして、この協議会の中で職員ではなく、特に新市のまちづくり事業につき

ましては、ご承知のとおり、フォーラム委員会を設置をいたしまして各市町５名

の方々からなる民間の方々のご意見等も十分に参考にしながらこの計画について

も取りまとめを行ったり、また、そして、発表会等も行ってきたというところで

ございます。このような経過を踏まえながら実際にこの協議会の中で協議をして

いただいてきたというところでございます。協議の、この協議会の中の実際の進

め方につきましては、提案いたしました事項につきまして事前に資料を配布し、

そして事前の提案をし、そしてそれに対しまして委員の方々からの質疑をお受け

した後、基本的には委員の方々でご協議、ご検討を願い、決定をしていただくと

いうこのような手法でもってこの協議会は進められてきておりまして、私どもと

いたしましてはその方針に基づいてその手続きを踏みながらこの協議会にお諮り

をしてまいったというふうに考えております。協議会の事務局の方といたしまし

てはそのようなところでございます。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 情報の提供の件。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
 大変失礼いたしました。それから、これらにつきまして住民の方々への情報の

提供ということになると思いますけれども、もちろんこの協議会につきましても

傍聴につきましてその制度を持っておりますし、そして傍聴の方々へもこの協議

会に協議をしていただく資料につきまして小委員会も含めまして公開の形をとっ

ております。それから、また、その協議の結果につきましては、協議会だよりで

ありますとか、それからホームページにおきましてその結果等について広報をい
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たしているというところでございまして、住民の方々へもできる範囲の中でその

結果等についてお知らせをしてまいったというところでございます。大変失礼い

たしました。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 ただいま事務局の方からは当運営につきまして今のような手順を踏まえながら

やってきたということでございますが、委員の方から、溝辺町におきましてこの

委員会にご出席いただいていない今方々を中心に必ずしも十分な審議がなされて

ないんじゃないかというような発言が出されていたようでございますが、それら

を踏まえまして溝辺町のほかの委員の方々でこの協議会の運営あるいは審議の仕

方についてのご意見、ご感想、あるいは他の委員の方々でそういうものがもしあ

れば、よろしくお願いをいたしたいと思います。何かございますでしょうか。は

い、延時委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（延時 力蔵）  
 協議会の進め方等について、私個人としては議会の理解に苦しむわけでござい

ますけれども、まず、昨日の議会の姶良中央地区合併協議会から離脱する決議に

ついての提案理由を読み上げてみたいと思います。提案理由を申し上げます。

「国・地方の財政危機からの脱却策として、合併特例法は、市町村合併を推進す

るにあたり様々な改正を実施、行財政改革を国・県が一致して強力に後押しして

おります。私どもの議会も、合併の是非も含めて合併協議会の中で協議してもら

いたいとの県の指導等もあり、昨年の３月議会において１市６町による姶良中央

地区合併協議会の設置を決めております。合併によって地方分権や少子・高齢化

への対応、多様化する住民ニーズや生活圏の広域化への取り組みのほか、事務事

業の効率化など問題解決への糸口をつかむための参加でありました。しかし、合

併協議会の協議運営は我々の期待したものとはほど遠いものであります。来年２

月の合併期日に向け事務手続きを急ぐ余り、十分な協議をすることなく、非常に

短期間で結論を出そうとしています。協定項目の内容については、合併までに調

整、検討すべきもの、新市において検討すべきものなどまだまだ多くの課題を残

したまま、９月にはそれぞれの議会に上程を予定されている廃置分合議案の可否

を決定しなければならないわけであります。市町村合併は将来の我が町の地域や

住民生活を大きく左右する地方自治の根幹に関わる重要な問題であります。合併

協議会での財政効率のみを優先した合併論議は地方分権の理念に全く反するもの

であります。十分な時間をかけることなく、短期間のうちに合併を可とする決断

を下すことに責任を負うことはできませんので、１市６町で構成しております姶

良中央地区合併協議会からの離脱を決議いたします。なお、我々議会は大幅な議

員定数削減を含め議会経費の歳出抑制と今後町の方向性を早急に探る努力をいた
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します。」というのが提案理由の説明でございました。それにつきまして賛成、

反対の討論がございましたが、まず、反対討論の中で「国・地方の厳しい財政事

情、地方分権、少子化、高齢化等で合併は避けて通れない課題として 14年度調
査特別委員会を設置しましたと。合併は執行部との一体性をとらなければ効果の

ないことから、平成15年度１市６町の協議会で全会一致で賛成をした。また、
16年度の財政を見ましても財源不足による総予算の減額し、このことはこれか
ら先も続くものと思われる。したがって、協議項目を事前に特別委員会に報告、

説明し、その意見を聞き、協議会で発言してきた。ほとんどの項目が協定を済ま

せ、住民説明会を開く直前になっての離脱は町民の許すところではないと思

う。」、これが反対討論でございました。賛成討論では「毎回の協議会前の委員

会でそれぞれの協定項目について意見、要望を述べてきたが、協議会では何一つ

聞き入れられなかった。今の協議会は財政問題を重視し過ぎ、合併特例債のみを

考えた協議に終始し、将来を見据えた協定でないまちづくり計画は町民の理解は

得られないものと判断する。したがって、こういった決定するのは、合併を決定

するのは住民であるが、住民はそういった理解は得られないだろう。したがって、

この提案に賛成をする。」というような反対、賛成のことがございまして、この

協議会の運営そのものについてということについては、最初申し上げまして私自

身理解に苦しむところでございますが、最初申し上げましたように、「私どもの

議会も、合併の是非を含めて合併協議会の中で協議してもらいたいとの県の指導

等もあり」という所に合併協議会の性質そのもののとらえ方が生まれてきている

なあと思っているところでもございます。そういったことを踏まえて新聞報道で

は先ほどのように出たと思います。あとはそれぞれ今申し上げましたことをばお

聞きいただいた皆さんの方で判断していただきたいと思います。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 ありがとうございました。今、溝辺町議会の議員の方々の質問であったあるい

は内容であったとらえ方等についてはご披歴があったところでございます。運営

協議会そのものということではなく、いろんな幅の含まったような形での議論が

されているというふうにお伺いをしたところでございますが、池田さんは、この

運営協議会の中でそういう話があったんで、運営協議会の在り方についてほかの

委員の方々何か思っておられることがありましたらということでございましたが、

そういう運営の在り方について、非常にお話のあった、新聞報道されているよう

なものがあるんだというようなことをお感じになっていらっしゃる方があれば、

ひとつご発言をいただきたいと思います。先ほど事務局の方からも説明がござい

ましたように、協定項目、内容につきましてもいろいろな幅広い形の積み上げを

し、そして良識あるこのそれぞれの市町村から推薦を受けられた方々が真摯に協
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議をしながら一つ一つの項目が議論されてきたのではないかなというふうに私自

身は考えるところでございます。なお、また、情報の開示につきましても、その

都度いろいろな形でこの協議会で協議されたことについてはその情報の開示もさ

れてきたのではないかというふうに思っております。加えまして、特に新市のま

ちづくり計画につきましては、幅広い多くの皆様方のご意見を聞く場を設けなが

らこれまで進め、そして何回も協議を重ねながら案が出来上がったものではない

かと。これもこの協議会の委員の皆様方の本当に 26回、今日を含めまして 27回
でございますが、真摯なご議論の結果だろうと。加えまして、小委員会を設置し、

名称あるいは議員の定数等につきましても何回も何回も協議を重ねてきた結果で

はなかろうかというふうに私自身思うところでございます。そういう意味でこの

協議会そのものはまさにここにおいでの委員の皆様方の合併をいかにあるべきか

ということを踏まえたご議論が協定項目としてまとまったものではないかという

ふうに考えているところでございます。恐らく皆様方も同じようなお気持ちでは

ないかと。今お伺いいたしますと、溝辺の延時委員もそういう趣旨のお話をされ

たのではないかというふうに思っております。皆様方の中でそのこと、私が申し

上げましたことも含めましてご意見・ご発言があれば、お承りをしたいと思いま

す。はい、西村委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（西村 新一郎）  
 私はですね同じ議会の仲間として非常にこのニュースの一報を聞いた時に大き

な衝撃を受けたところでございます。ただ議会の立場としましては、この今後の

流れの中で示されておりますように、９月の廃置分合のこの議決の時にこの対応、

いわゆる否決が出た時に、これは非常に憂慮すべきことになると。ただこの６月

の段階で溝辺町の同じ仲間の議員の方々がこういう形で決議をなされたというこ

とは、この協議会の仲間に対して相当な配慮も私は示されているんではないかと。

出し抜けにボンともしやるんだったら９月の廃置統合議会で選択なさったであろ

うということで、まだ私は非常に大きな期待を持っているところでございます。

このことも十分踏まえた上で皆様方のご協議を聞かせていただければなと思う次

第です。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 何かほかにございませんでしょうか。はい、池田委員、そのさっきの運営のこ

と、よろしゅうございますか。それに関連しますか。（「ちょっと、いや、それ

はちょっと別な」と言う声あり）、運営のことについてはいいですか。（「は

い」と言う声あり）、よろしゅうございますか。そんならそれは整理させて。そ

して、今、はい、もう１点、はい。西村委員の部分についてはそういう踏まえて

のことだということをご見解を述べられたと思いますので。あと山口委員の、は
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い。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（山口 茂喜）  
 すいません。マイクがちょっとおかしいもんですから、ちょっと１点質問なん

ですけど、議員の皆さんはですねそれぞれ帰ってまた議会に説明されているんで

すけど、私は、一般の委員の方々はですねやっぱりこれの合併について１年ちょ

っとですね、非常にやっぱり時間を割いて、忙しい中、それぞれ仕事を持ってい

る方が多いと思うんですが、そん中出てきて、やっぱりよりよい合併に向けてで

すね最大限努力をしたところでございます。それで今回溝辺町の決議については

ですね、私ども、これは私の私見ですけど、隼人町がですね前回いろいろ問題が

あったについてはですね、もうぎりぎりの選択で、２月というのがゴールという

ことで目指してて、そのぎりぎり逆算して、この時にはやっぱり結論を出さない

ということで議会で結論を出されてきたと思うんですけど、その時も議長と代表

の委員の方はですねこの場で大体自分の状況とか、思っている状況を話されてで

すね、それで退席されたということでしたけど、今回については残念なのは、溝

辺町の議長と議員の方がですねこの会に１回顔出されてですねそれである程度自

分の口で説明をされてですね退席されたらよかったのかなと思うんですけど、そ

の辺については、欠席という返事を聞いてですね、会長なり、事務局は、１回出

て、皆さんずっと１年以上ですね一緒に会議をしてきたんだから、その状況を話

していただいた上で退席かどうかというそういった要望なりですね、そういった

ことはされたかどうか。ちょっとご質問したいんですけど。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局長（藤田 満）  
 前段の方だけ少し私の方でお答えをさせていただきたいと思います。この今の

質問につきましては、私どもも昨日の溝辺町の議会の議決を受けまして、本日ま

た新聞等でその議長、それから委員の木場委員お二方について協議会の方は欠席

をするというコメントが出されておりましたので、それで承知をいたしました。

それでその件については私どもも本日朝までどのような形で処理をされるのかと

いうことで実はお待ちをしておりましたが、今日午前の中で溝辺町の方の議会の

方から事務局を通じましてお二方の委員の欠席の届けが文書で出されましたので、

それをお受けをする形になったというのが本日欠席をいただいたまでの手続きと

いいますか、流れでございます。その後の考え方につきましては、私の方から少

し回答をいたしかねますので、前段の事実の方だけお伝えしておきます。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（山口 茂喜）  
 そしたらその一応、会長なり、事務局の皆さんの方では要請というのは個別に

はもうされなかったということですかね、今回。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
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 こっちの方からその分については特別要請はいたしておりません。ただ溝辺の

町長さんの方には全体のどういう対応をされるのか。全体のお気持ちを町長の方

が述べていただくというようなお話をお聞きをいたしておりましたので、そうい

う中で先ほどありましたような議長の分を含めましてお話があったというふうに

承っております。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（山口 茂喜）  
 ただ私の方はそういった要請もしてほしかったんですけど、現実ちょっとこう

いった格好で欠席という形になるんであったらですね、やっぱりある程度最後の

けじめというか、責任を果たすというかですね、そういった意味ではここに出て

きてですね少しでも、町長さんの意向なり、また、延時委員のですねその町の議

会の状況とか、そういう説明はちょっと分かったんですが、欠席するご本人につ

いてはですねやっぱり、もう１年以上ずっとこの会でですね月２回顔を合わせて

ますので、やっぱりそういったのがほしかったかなあというのが率直な思いでご

ざいます。以上です。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 はい、西委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（西  勇一）  
 何かその聞いてみると、大したことないということじゃ失礼になると思うんで

すけども、何かこの会は会をつくるだけの会であって、その意思の疎通というか、

信頼関係というか、コミュニケーションというか、そういうことがですね欠けて

いるんじゃないかなと思うんですね。執行部がどういう考えを持っているのか。

会長がどういう考えで進めようとしているのかということがですねやっぱり通じ

てないんじゃないかなと、そのように思います。また、隼人の場合なんかでも、

私こう横から見ていましたんですけれども、その否決される時の徴候というのは

あったわけで、そん時に会長なり、町長さんなり、執行部なりは、議会とのその

話し合いというか、どういう考えなんでしょか。どういうことに不満なんでしょ

うかというようなですねそのコメントといいますか、中に飛び込んでいくという

ようなですね姿勢があってもリーダーとしてはいいんじゃないかなあと。私ども

も非常にその選挙等でですね商工会議所も大変苦労をしております。そういう中

でもやはりですね話し合った中で会を押し立てているわけですけれども、そうい

うことがですね私こう見ていますとですね欠けているように思います。というの

が、たばこを吸っていますと、「こん会もたまには飲ん方があればよかてなあと。

飲ん方があっせえざっくばらんに話してみたいよねえ。」という声が大きいわけ

ですよね。だから、そこらあたりのところはですね何かこう人情味がないという

か、そういうことがですねこういう結果につながったんじゃないかなと。溝辺町
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の今ご説明を聞きましたけれども、意思の疎通がですね欠けているんだと、その

ように私は思いました。ひとつそこらあたりのところをですねもうちょっと突っ

込んでやられる、やりたいなあと。飲ん方の段取りは私がいたしますので、会費

は皆さんで割り勘でお願いしたいと思います。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 はい、延時委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（延時 力蔵）  
 確かに意思の疎通は欠けておったと思います。私どもは３号委員でございます。

いわゆる１号委員の市長さん、町長さんの所でいろいろな枠組みというものをば

長い間協議、検討されまして、最終的に１市６町が最も望ましい姿だということ

をばご決定をされ、それをば１市６町の議会の方にかけられまして、議会でも了

承されて、その後私どもはこの協議会の委員として町長から辞令をいただきまし

た。内容としましては、一応１市６町で合併をしていくということでの協議を、

合併協議をしていただく。このことについてはどのような協定をしていくかとい

うことをば検討、決定していただくということに認識をしておりました。先ほど

朗読しましたように、議会の方では合併の是非を含めて合併協議会の中で協議を

していくということがあるわけなんですね。そして私もかねて、私どもは合併の

枠組みなり、そこまでは受けてないということを申しておったわけです。その辺

のところが意思の疎通がなかったなあと。もちろん「県の指導等もあって」とい

うことがございますので、県の指導がそういったことで合併協議会というものは

いわゆる合併の是非まで協議をしていくのかということがあるわけなんですね。

その辺を溝辺町議会は自分たちが思っている合併協議会の運営とはほど遠いもの

だということに言っただろうと思うんです。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 いろいろと反省も踏まえながらお話がございました。なかなか今、西委員がお

っしゃったように、この全体の中の融和を図るという一つの方法のそういった機

会というのも、それも大変大事な部分であったのではないかなというふうには思

いますが、ただ首長同士でいろいろ議論をする場合、議会の議長さんたちでいろ

いろ議論される場合、これはその都度必要な議論は重ねてきていたわけでござい

ますけれども、その中でちょっと西さんが、他の所にですねどういう形で入って

いくのかというのがこの会長としての非常にその私はやっぱり限界、そういうも

のがあるのではないか。これはそれぞれの市町村におきましてそれぞれの所で議

論を重ねられる部分でございますので、その部分についてはなかなか難しい部分

があったのではないかと思いますが、そういう意味での意思の疎通というのは、

これは首長も執行権の代表者としてかねがねいろんな行政にあたるわけでござい
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ますので、その連携は十分に図られるように重ねてはきたつもりです。ただここ

に至りまして十分にそういった部分が出てきたという部分についてはやっぱりお

互い考えなければならなかった部分もあるのではないかと思いますが、一定のや

っぱり限界もあるのではないかということで、それは是非ご理解もいただきたい

なというふうに思います。はい、津田和委員。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（津田和  操）  
 先にすいません。さっきからいろいろ、隼人町もご承知のとおり、いろいろこ

の合併協議会には大変ご迷惑をおかけしたわけでございますが、これも今おかげ

さまでこういう形で議長も、委員も新たにまた選出をして、そして参加をいただ

いております。それで以前からいろいろ、今、延時委員のおっしゃるように、議

会が合併協議会の内容が議会に通じていないといううちの方でもいろいろ意見も

ございまして、今、合併協議会の特別委員会で絶えず今、特別委員会も議会の方

で開いていただいております。そしてどうも納得のいかない場合は、私も、町長

に出てくださいとか、事務局も、うちの企画課長なんかしょっちゅう行って説明

をしながら、今こうしておかげさまで順調にやってきておりますが、今思い起こ

しますと、有村町長さんの心情も恐らく私が今まで体験したそのような境遇に立

っていらっしゃるというふうに私は考えております。それでどうしてもこれを、

我々はこの１市６町の枠組みでみんな心を揃えて今でこうして歩んできたわけで

すから、少なくともこの中から１町が欠けるということは、これはもう非常に大

きな問題を引き起こす要素があるわけです。だから、何とかお互いに理解し合っ

て、私も今申し上げますように、隼人町も大きな隔たりがあったわけですが、し

かし、町民の方々の意をくんで今もう既に議会と行政とはもう全く何なく、かえ

ってうまくいっているというふうに私は理解をしております。そういうことで議

会の方々もそこを理解をいただいて今今日があるわけですから、それで私は有村

町長さんにも前もちょこっと申し上げましたが、これを解決するためにはちょこ

っと、極端な言い方、過半数、ちっと、いろいろそういう意見があるというので

あれば、議員の方々とも膝を詰め合わせて話をすれば分かるんじゃないですかと

いうこともあるけど、恐らく、私の考えでは、議員の方が 14名そういう形で賛
同していらっしゃるということになれば、当然町民の方々の判断を仰がないこと

には、この問題は私は進めていくことはできないんじゃないかというふうに考え

て、町長さんにも、町長さんち、もうこげんなれば、住民投票をして、そして町

民の意向を聞いて、それに従って、その結論に従って進んだ方がいいんじゃない

ですかということもいろいろ話を首長同士でもしてまいりました。そういうこと

で、今後結果としてはどういう形で出てくるかわかりませんが、最善をひとつ尽

くしていただいて、この１市６町の枠組みをどうしてもできるもんであれば成功
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させていただきたいという私たちの考えでございます。私も、大変隼人町が迷惑

をかけたのでありますが、しかし、今言うように、今順調にいっておりますので、

ひとつ大変でしょうけど、溝辺の委員の方々をはじめ、これには是非ひとつその

ような形で取り組んていただいて、そして、私もでしたが、外野からいろんな住

民投票につきましてもたくさんの方が協力をいただきました。そういうことで、

溝辺さんにいたしましてももしそういう段階になれば、外野からもいろんな形で

補足できるものは補足しながら協力していければ、せっかくここまできたんです

から、何とかできないだろうかというそういう考えでございます。以上で終わり

ます。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 今、津田和委員の方から隼人町の例も踏まえながら何とかこの合併については

成功させたいと。ある段階になりましたら、外野からということは、ここにおら

れる委員の皆様方も含めてということだろうと思いますが、いろいろな形でその

理解が求められるように応援をすることも必要ではないのかというようなご発言

ではなかったかというふうに思います。はい、関連して、はい。今、（「よろし

ゅうございますか。」と言う声あり）、はい、どうぞ。  
〇姶良中央地区合併協議会委員（永田 龍二）  
 先ほど延時委員の方からお話がございましたように、私もこの協議会がスター

トするというところで町長さんの方から任命を受けて参加いたしております。そ

ういう時、私どももスタートする時に、これも一番初めに顔合わせの時にお話申

し上げたんですが、まず、総論賛成でスタートするんであるならば、できるだけ

これから議論が始まる時には各論に入っていくと。各論に入った場合にはいろん

な問題が生じる。そしてその議論は段々段々自分の生活圏あるいは自分の利害に

関わってまいりますと。その時でも私どもは常に総論賛成であったがように、そ

の心でいきたいと、こういうことを発言して私はそれに参加したつもりでありま

す。それからいたしまして各論で段々進んでまいるわけでありますが、そういう

時になりますとまさに身近に迫ってまいります。その時の判断の仕方があろうと

思います。そして、また、総論賛成というのは何かと言いますと、その時にはさ

らに高邁なる意識でもって、私利私欲を捨てて、住民、地域社会のためを考えて

議論していくということが大事であると思っております。その時も申し上げまし

たが、１市６町で各首長さん方が枠組みというものを決めていただいた。その後

に私ども参加しておりますが、その１市６町の首長さん方の決断というのは自分

のまさに首をかけてのお話であろうという具合に思っておりまして、これは大義

であると私は思っておりました。その後小委員会なるものに配属させていただき

ました時には、私は議員の定数と任期の小委員会でございまして、非常に厳しい
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大変な小委員会に放り込まれたというふうに自分では思っておりましたが、その

時にも常にこのことを申し上げてまいりました。常に大義はどうなのか。そして

高邁なる心根からスタートし、私利私欲を捨ててこういうものにならなかったら、

話を進めなかったら、これはまとまらないと、そういう具合に思っておる次第で

ございます。そして隼人町での離脱の経験もいたしまして、その時のいろんな住

民の皆さんやらいろんな人の意見も聞きながら、その中でもやはり高邁なる意識

を失ってはならない。何が正しいのか。人間としてどうなのかというようなこと

がベースになければならないんだろうと思っております。そういうことからしま

してこの時期に、本当に私も昨日のニュースと今朝の新聞でびっくりした次第で

ございますが、そこいらのところのさらなるもう１回原点に返ったそういうスタ

ートの高邁なるあるいは総論賛成でスタートしたそういう意識でもってもっとも

っと本当に議論していただきたかったという具合に思う次第でございます。そう

いうことで小委員会の方でも大変難しい議論で最終的にまとまってまいりました

が、そういうことをお互いが、お互いがそういうことを声をかけ合いながらやり

ませんと、段々段々環境の中で浸ってまいりますと、その環境に慣らされていっ

ていつの間にか、いつの間にか大義名分あるいはそういうものを失って、見失っ

てしまうと、そういうことにならんかという危惧をいたしておりました。そうい

うことで果たして溝辺町議会におきましもそういう議論がされたかどうか。非常

に私は存じ上げない部分でございますが、まだ、先ほど国分議長がおっしゃった

ように、まだ時間があるとしたならば、そういう議論でもう１回皆さんにお声か

けしていただければという具合に思う次第でございます。以上でございます。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 ほかにございませんでしょうか。ほかにはございませんでしょうか。私なりに、

先ほど隼人の津田和委員の方からもございました。今また永田委員の方からもご

ざいました。大きな大義の下にこれまで議論を進めてきた。是非、溝辺町長さん、

有村委員さんの先ほど強い決意のほどを述べられましたけれども、これを静かに

見守りますとともに、先ほどお話がございましたように、外からも必要な段階で

はやはりご支援を申し上げながら、この協議会として取り組むのが一番今の段階

では適切なことではないのかなというふうに考える次第でございます。どうか、

そういう趣旨を含めまして、この協議会といたしましては再度そういう意向で、

溝辺町の推移を見守りながら、今後の対応を進めていくということを確認させて

いただく。そういうことでよろしゅうございますでしょうか。異議ございません

でしょうか。  
      ［「異議なし」と言う声あり］  
 そのような取扱いをさせていただきたいと思います。そのほかに何かございま
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せんでしょうか。事務局の方、はい。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局参事（仙場  裕也）  
 次回の合併協議会の開催予定をご連絡いたします。次回から月１回の合併協議

会と、原則月１回の合併協議会ということで考えております。第28回合併協議
会は、７月 22日（木曜日）午後１時半から当多目的ホールで開催する予定でご
ざいますが、場合によって都合により変更になることもございますので、その場

合にはできるだけ早く日程変更のご連絡を差し上げたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。以上でございます。  
〇姶良中央地区合併協議会会長（鶴丸 明人）  
 ほかにございませんでしょうか。  

［「なし」と言う声あり］  
 ほかにないようでございます。本日の協議会につきましては大変長時間にわた

りまして委員の皆様方ご熱心なご発言をこれまでの会以上に賜った気がいたしま

す。途中進行の手まずさもございまして、休憩の取るのも忘れるようなご熱心な

ご協議をいただいたのではないかと思っております。どうかこれからもよろしく

お願い申し上げまして本日の会を閉じさせていただきたいと思います。ありがと

うございました。  
〇姶良中央地区合併協議会事務局参事（仙場  裕也）  
 以上をもちまして第27回姶良中央地区合併協議会を閉会いたします。  

「閉  会   午後  ４時３４分」  
 


